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平成 2 4 年 1 0 月 3 日（水曜日） 



 

決算審査特別委員会会議録  農林水産部 

   農林水産部次長   垣 下 昭 博 君 

平成２４年１０月３日 水曜日  市民協働部長     坂 本 正 治 君 

  午前１０時００分開議   市民協働部次長   脇 坂   裕 君 
 
  人権政策課長兼   午後 ２時４８分閉議（実時間２３３分）             水 本 和 博 君 
  人権啓発センター所長 
                                
  市民活動支援課長兼 
            辻 本 士 誠 君 ○本日の会議に付した案件   消費生活センター所長 
 

１．議案第９９号・平成２３年度八代市一般会

計決算ほか１１件 
  防災安全課長    東 坂   宰 君 

 健康福祉部 
                                 健康福祉部次長兼 
            堀   泰 彦 君 
  福祉事務所次長 ○本日の会議に出席した者  

  こども未来課長   松 村   浩 君 委 員 長  中 村 和 美 君 

 商工観光部 副委員長  矢 本 善 彦 君 

  商工観光部次長   宮 村 明 彦 君 委  員  鈴木田 幸 一 君 

  八代ブランド営業総室長 久木田 昌 一 君 委  員  田 方 芳 信 君 

 企画戦略部長     永 原 辰 秋 君 委  員  田 中   茂 君 

  広報広聴課長    上 田 真 二 君 委  員  田 中   安 君 

  企画政策課長    丸 山 智 子 君 委  員  友 枝 和 明 君 

 部局外 委  員  前 垣 信 三 君 

 議会事務局長     田 上 高 広 君 委  員  前 川 祥 子 君 
 
  議会事務局 委  員  松 永 純 一 君                         桑 崎 雅 介 君 
  首席審議員兼次長 
 委  員  幸 村 香代子 君 
                              

 
○記録担当書記     竹 岡 雅 治 君 

※欠席委員         君 
            小 川 孝 浩 君 

                              
 

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 
（午前１０時００分 開会） 

               君 
○委員長（中村和美君） 皆さんおはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り） 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       小 嶋 宣 雄 君 
  定刻となり、定足数に達しておりますので、

ただいまから決算審査特別委員会を開会いたし

ます。 

 首席審議員兼会計課長 
            野 田 信 一 君 
 （会計管理者） 
 

 総務部長       木 本 博 明 君 

 審査に入ります前に、まず本決算審査特別委

員会の進め方について御説明いたします。 

  総務部次長     山 田   忍 君 

  納税課長      松 本 秀 美 君 

 まず、審査方法についてですが、これは９月

２５日の本委員会でも報告いたしたところであ

りますが、一般会計決算の歳入並びに各特別会

  財政課長      岩 本 博 文 君 

  人財育成課長    中   勇 二 君 

  資産税課長     畑 中 房 一 君 
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計決算の歳入の審査は、平成２３年度八代市一

般会計歳入歳出決算書または平成２３年度八代

市特別会計歳入歳出決算書に基づいて、また一

般会計決算の歳出及び各特別会計決算の歳出の

審査は、平成２３年度における主要な施策の成

果に関する調書及び土地開発基金の運用状況に

関する調書に基づいて説明を聴取し、監査委員

からの審査意見書を含めて質疑を行うこととい

たしております。 

 なお、委員会開催中、執行部へ資料請求を行

い、その後、提出された資料につきましては、

先ほどもお伝えしたとおり、原則、質疑等につ

いては後戻りをしないということにしておりま

すので、資料提出に対する質疑等があった場合

には、委員会の中では行わず、各委員個別にて

執行部へお尋ねいただきますように御協力をお

願いいたします。 

 どうか本決算審査特別委員会の審査が順調に

進みますよう、委員の皆様方の御協力をお願い

いたします。 

 なお、前回の委員会で幸村委員から御意見が

ありました各部長による事業総括の方法につい

てでありますが、執行部との協議の結果、一般

会計決算の歳出については所管する款の冒頭

で、また、特別会計決算については所管する特

別会計決算の冒頭に、関係する特別会計決算を

まとめて説明することといたしました。そのほ

かには、お手元に配付しておりますような方法

になりました。委員長に一任ということであり

ましたので、この方法で進めさせていただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

                              

◎議案第９９号・平成２３年度八代市一般会計

決算ほか１１件 

○委員長（中村和美君） それでは、これより

議案第９９号から同第１１０号まで、すなわち

平成２３年度八代市一般会計決算及び同各特別

会計決算の１２件を議題といたします。 

 説明に入ります前に、小嶋監査委員と会計管

理者である野田会計課長より発言の申し出があ

っておりますので、これを許します。  また、お手元には日程表を配付いたしており

ます。審査の順序といたしましては、まず、一

般会計決算の歳入及び歳出の審査を行い、その

終了後、各特別会計決算について審査を行って

いく予定です。 

○監査委員（小嶋宣雄君） はい、委員長。 

○委員長（中村和美君） 小嶋監査委員。 

○監査委員（小嶋宣雄君） 皆様おはようござ

います。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）監査委員の小嶋でございます。２３年度の

決算を審査いただくに当たり、一言、御挨拶と

お願いを申し上げます。 

 また、一般会計決算の歳出については、款ご

とに説明を求めて質疑を行ってまいりますの

で、原則として、審査に当たっては後戻りしな

いよう、その款ごとに全ての質疑を終わられま

すようにお願いいたしたいと思います。 

 ２３年度の八代市一般会計決算、各特別会計

決算、基金運用状況並びに財政健全化法に基づ

きます健全化判断比率及び資金不足比率につい

て、その審査を終了し、意見書として取りまと

め、別冊として提出をいたしております。 

 委員の総括的な御意見については、一般会計

決算及び特別会計決算の全ての審査の終了後、

お願いしたいと考えております。 

 執行部においては、委員の質疑に対し、専門

的な場合は係長でも結構ですが、極力、課長以

上で答弁をお願いします。また、資料請求につ

いては、委員会で決定し、請求することといた

したいと思います。 

 審査に当たりましては、計数の正確性、予算

の執行状況及び財政の運営状況等に主眼を置

き、実施をいたしました。 

 その結果、計数は正確であると認めました。 

 また、健全化判断比率及び資金不足比率につ
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いても、適正に作成されており、その比率はそ

れぞれ許容の範囲内にありました。 

 さて、一般会計の歳入において、市税では前

年度に比べまして１億６８１５万９０００円、

率に申しまして１.２５％の増となっておりま

す。これは、市たばこ税で１億３３４万３００

０円増加いたしましたほか、市民税の現年度分

で１億５４３９万５０００円の増、固定資産税

の現年度分では７００４万１０００円の減とな

っておりますのが要因でございますが、市税の

徴収率で、合併後初めて９１.３％と、９１％

台に上がりました。 

 まだ、２３年度の県内他の市の状況がつかめ

ておりませんが、多分中位以上には入っている

のではないかと思っております。引き続き、税

の公平性と公正性を保つため、所得と課税客体

の把握に努められ、徴収率のアップに努力をし

ていただきたいと思っております。 

 一方、財政指標の経常収支比率は８７.２％

と前年度に比べて、１.６％悪化をいたしてお

ります。経常的に収入される市税の一般財源の

８７％超が、経常的な経費に充てられているこ

とから、財政構造の弾力性が乏しくなりつつあ

ると言えます。市税等の経常一般財源の増収を

図るとともに、一方では、人件費等の経常経費

をいかに抑制できるかが比率改善のポイントで

あります。全庁的に財政健全化に取り組んでい

ただきたいと思います。 

 次に、特別会計ですが、意見書にも記載をい

たしておりますけど、公共下水道事業、簡易水

道事業、農業集落排水処理施設事業、浄化槽市

町村整備推進事業の４つの会計において、２３

年４月から、それぞれの使用料において料金改

定が行われ、合わせて約７２００万円の増収と

なっております。今後とも、受益者の理解を得

られながら、適正な事業運営をお願いするもの

であります。 

 以上、特筆すべきと思いますことを申しまし

たが、詳細にわたっては各執行部のほうで説明

があります。きょうから予備日を含めて６日間

の長期にわたります。委員長を初め、委員の皆

様には御多忙の中、大変だろうと思いますが、

今後の予算編成や効率的な事務事業の執行につ

ながる御意見を賜りますよう、お願いを申し上

げまして挨拶といたします。どうぞよろしくお

願いをいたします。 

○首席審議員兼会計課長（野田信一君） は

い、委員長。 

○委員長（中村和美君） 野田会計課長。 

○首席審議員兼会計課長（野田信一君） おは

ようございます。（｢おはようございます」と

呼ぶ者あり）会計課長の野田でございます。発

言のお許しをいただきましたので、決算審査を

お願いするに当たり、会計管理者といたしまし

て、一言御挨拶を申し上げます。 

 平成２３年度の決算事務が完了し、監査での

決算審査も終了しましたので、議会の審査をお

願いするものでございます。平成２３年度の一

般会計における実質収支は１７億３８８５万３

０００円、特別会計で２億２２６９万８０００

円となり、合計で１９億６１５５万１０００円

の黒字となっております。 

 しかしながら、歳入におきましては、東日本

大震災等に伴う補助金や地方交付税の影響、歳

出においては、学校施設の耐震化事業、新環境

センターの建設など大きな事業が山積をいたし

ております。将来的に財政状況が厳しくなるこ

とが予測されております。 

 決算審査は、単に前年度予算の執行状況を審

査いただくだけでなく、次期予算編成の留意点

や行政運営の問題点を見出す上で、極めて重要

な場と認識いたしております。委員の皆様の御

指導を仰ぎながら、さらに事務事業の改善に努

めていく所存でございます。どうぞよろしく御

審査いただきますとともに、最終的には決算の

認定を賜りますようお願い申し上げ、御挨拶と
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させていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○委員長（中村和美君） はい、ありがとうご

ざいました。 

 それでは、まず、議案第９９号・平成２３年

度八代市一般会計決算の歳入関係について一括

して説明を求めます。 

○総務部次長（山田 忍君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）総務部次長の山田でございます。よろ

しくお願いいたします。それでは、座らさせて

いただきまして、説明をいたします。 

 それでは、議案第９９号・平成２３年度八代

市一般会計歳入歳出決算につきまして説明をい

たします前に、平成２３年度の八代市一般会計

及び特別会計の全体の財政状況を、若干説明を

したいと思います。 

 別紙でお配りしています平成２３年度決算の

概要の、まずは６ページです。６ページをお願

いいたします。 

 健全化比率等につきまして御説明申し上げま

す。 

 北海道の夕張市の危機的な財政状況を受けま

して、平成２０年度の決算から、地方公共団体

の財政の健全化に関する法律、略称ですが財政

健全化法と言われております。その法律の適用

がなされることとなりました。 

 これは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債費比率、将来負担比率の４つの指標が

一定基準を超える場合に、イエローカードの財

政健全化団体及びレッドカードの財政再生団体

に指定するという、いわば２段階構えで財政状

況をチェックし、早期の財政再建を図る制度で

あります。 

 また、公営企業に対しましても、経営の健全

化を図るために、資金不足比率を算定し、一定

の基準を超える場合には経営健全化団体に指定

し、財政の健全化に資することを目的としてお

ります。 

 まず、健全化判断比率につきまして御説明い

たします。 

 一般会計等の指標であります実質赤字比率、

また、一般会計に特別会計と公営企業会計を加

えました連結実質赤字比率、ともに黒字決算と

なりましたので、比率はなしということでござ

います。 

 次の実質公債費比率は、一般財源の規模に対

します公債費の割合を示すもので、一般会計の

公債費に加えまして、公営企業に対する公債費

の繰出金、さらには一部事務組合に対する負担

金のうち、公債費に対するものを含めた指標で

１５.４％となっております。昨年度に比べ、

０.６ポイント減っておりますものの、県内で

はよくないほうの上位ランクということで、指

標的にもよくないと言わざるを得ません。な

お、イエローカードの早期健全化基準は２５.

０％でございます。 

 次の将来負担比率は、一般会計、特別会計、

公営企業会計、地方公社及び第三セクター等に

つきまして、一般会計が将来負担することにな

る可能性のある負債総額、いわゆる将来負担額

の一般財源の規模に対します割合を示すもので

ございます。将来負担額には、一般会計の地方

債現在高、特別会計、公営企業会計、一部事務

組合の公債費に充てるために一般会計から繰り

出す見込み額、退職手当支給額のうち一般会計

の負担見込み額などが含まれます。この比率が

１００.３％となっております。前年度に比

べ、１４.８ポイント減っておりますが、県内

でのランクは実質公債費比率と同様でございま

す。なお、イエローカードの早期健全化基準は

３５０.０％でございます。 

 続きまして、資金不足比率につきまして御説

明いたします。 
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 この比率は、公営企業における資金不足額の

事業規模に対する割合を示すものでございます

が、公共下水道事業、簡易水道事業、農業集落

排水処理施設事業、浄化槽市町村整備推進事業

の各特別会計におきまして、それぞれ資金不足

がないために、比率はなしということになりま

す。なお、経営健全化基準は２０.０％でござ

います。 

 また、その他の指標につきまして御説明いた

します。 

 まず、財政力指数でございますが、地方公共

団体の財政基盤の強さをあらわす指数でござい

まして、標準的な行政活動を行うのに必要な財

源をどれだけ自力で調達できるかをあらわして

おります。この比率は０.４７で、前年度に比

べ０.０２ポイント減となっております。県内

では中位ランクの上のほうでありますものの、

指標的によいとは言えません。 

 次に、財政構造の弾力性・健全性を見ます経

常収支比率でございますが、この比率が低いほ

ど新たな行政需要に弾力的に対応でき、市は８

０％超える場合には財政構造の弾力性が失われ

つつあると言われております。この比率は８

７.２％で、前年度に比べ１.６ポイントの増加

となっております。県内では中位のランクであ

りますものの、依然として財政構造の硬直化が

進んでいる状況にあるということです。 

 最後に、資料の１ページと５ページにまたが

りますけども、一般会計と特別会計を合わせま

した平成２３年度末の基金現在高は５億１８９

４万８０００円増加し、全体で１２０億１９８

３万４０００円となりました。これは、市有施

設整備基金に６億円の元金積み立てを行ったこ

となどによるものでございます。 

 また、一般会計と特別会計を合わせました平

成２３年度末の地方債現在高は１９億３０６７

万５０００円減少し、全体で９３５億９２６６

万円となりました。これは、建設事業に充てる

事業債が減少したことなどによるものでござい

ます。貯金をふやしております。借金を減らし

ている状況でありますが、いずれにしまして

も、本市の財政状況が厳しいという状況にある

ことに変わりはないと思っております。 

 次に、別冊となっておりますけども、こっち

ですね、バランスシートですか、別冊となって

おりますこのバランスシートを用いまして、若

干説明をいたします。 

 こちらのバランスシートは、歳入歳出決算書

の単年度の動きだけではなく、これまでにどれ

だけ資産を形成してきたか、今後どれだけの債

務を負担しなければならないかをわかりやすく

明らかにし、多面的な財政状況の分析を行うた

めの手法として作成しておりますので、一般会

計にケーブルテレビと診療所特別会計を加えま

した普通会計により構成されております。 

 それでは、バランスシートの１２ページです

ね。１２ページをお願いいたします。 

 バランスシートの中でも、この増減表の部分

だけですが説明をいたします。 

 左側の一番上にあります資産の部で、１番で

す。公共資産（１）②の教育では５億３５５５

万８０００円増加しておりますが、ほかが減少

する中にありまして、ふえておりますのは、学

校体育館の改築などによって資産がふえている

ものでございます。また、同じ資産の部、２、

投資等（３）②その他特定目的基金の６億４１

２９万円の増は、市有施設整備基金への元金積

み立てなどによるものでございます。 

 以上、バランスシートの主な増減の説明とい

たします。 

 これで、平成２３年度一般会計及び特別会計

全体の財政状況の説明とさせていただきます。 

 それでは、議案第９９号・平成２３年度八代

市一般会計歳入歳出決算について説明いたしま

す。 

 まず、初めに、一般会計全体の収支について
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説明をいたします。 

 先ほど使いました資料でございますけども、

別紙資料の平成２３年度決算の概要、こちらの

１ページをお願いいたします。 

 一般会計歳入歳出決算でございますが、１の

歳入総額は５５２億４０７５万７０００円で、

前年度に比べ１億３２３４万８０００円の減少

でございます。２の歳出総額は５３３億２７４

７万８０００円で、前年度に比べ２億４６５８

万２０００円の減少でございますが、ほぼ横ば

いの状況となっております。３の歳入歳出差引

額、いわゆる形式収支は１９億１３２７万９０

００円で、この形式収支から４の翌年度へ繰り

越すべき財源、繰越明許費繰越額１億７４４２

万６０００円を差し引いた後の実質収支額は１

７億３８８５万３０００円の黒字となってお

り、これが翌年度への繰越金となります。 

 次に、２ページです。次にめくっていただき

まして、２ページをお願いします。 

 歳入決算の状況でございます。 

 まず、左側の表です。 

 歳入を款別で説明いたしますと、１の市税の

決算額は１３６億６４３６万１０００円で、前

年度に比べ１億６８１６万円の増加となってお

りますが、法人市民税や市たばこ税の増加が主

な要因でございます。 

 また、１０の地方交付税の決算額は１８０億

６１８２万７０００円で、前年度に比べ４億９

８３３万円の増加となっておりますが、国の地

方への配慮によるもので、全体額がさらに増加

されたことによるものでございます。 

 １４の国庫支出金の決算額は７９億８１７３

万７０００円で、前年度に比べ６億７１７１万

円の減少となっておりますが、学校耐震改修・

改築事業等の補助金などの減少が主な要因でご

ざいます。 

 ２０の諸収入の決算額は１３億６１３万３０

００円で、前年度に比べ１億２４１２万７００

０円の増加となっておりますが、これは熊本県

市町村振興協会からの臨時の交付金があったこ

とによるものでございます。 

 ２１の市債の決算額は４４億６１３０万円

で、前年度に比べ７億５５９０万円の減少とな

っております。これは、赤字補塡債であります

臨時財政対策債の借入額が減少したことによる

ものでございます。 

 次に、右側の表です。 

 歳入を、市が自主的に収入する財源での自主

財源と、国・県からの補助金であります依存財

源に区分したものでございます。市税や使用料

及び手数料、財産収入など自主財源の構成比率

は３３.９％でございまして、また、地方交付

税や国県支出金、市債など依存財源の構成比率

は６６.１％と高く、前年度に比べ１.８ポイン

トの減少となっておりますものの、依然として

国に依存している体質に変わりはありません。 

 続きまして、歳出決算の状況でございます

が、済いません、資料が何度も変わるんです

が、こちらは平成２３年度における主要な施策

の成果に関する調書の１４ページをお願いいた

します。１４ページです。 

 この歳出決算の状況の上の表です。（イ）目

的別の表ですが、歳出を教育、土木など事業の

目的で分類したものでございます。 

 ３の民生費の決算額は、１８９億８３９３万

３０００円と最も多く、歳出全体の３５.６％

を占めております。前年度に比べ７億２９８６

万７０００円の増加となっておりまして、子ど

も手当や生活保護費の増加などによるものでご

ざいます。 

 次に、７の土木費の決算額は６０億６３９２

万円で、前年度に比べ３億２７４２万４０００

円の減少でございまして、日奈久地区道路整備

事業などが減少したことによるものでございま

す。 

 次に、９の教育費の決算額は５５億３４５６
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万９０００円で、前年度に比べ２億９５７５万

１０００円の減少でございまして、学校耐震化

事業費の減少などによるものでございます。 

 また、下の表です。（ロ）性質別の表は、歳

出を人件費、公債費などの性質で分類したもの

でございます。 

 １の人件費は、職員の給与費、議員の皆さん

の報酬などでございます。 

 ２の扶助費の決算額は１２３億８８４万３０

００円と最も多く、障害者や児童などに対する

医療費助成や子ども手当などの諸手当、生活保

護費などでございますが、歳出全体の２３.１

％を占めております。前年度に比べ６億４８０

５万３０００円の増加でございますが、子ども

手当、生活保護費の増加などによるものでござ

います。 

 次に、１１の普通建設事業費の決算額は６９

億８７５８万２０００円で、学校や道路、橋な

どの建設費でございまして、歳出全体の１３.

１％を占めております。前年度に比べ、１２億

８４５３万７０００円の減少でございまして、

日奈久地区道路整備事業、学校耐震化事業費の

減少などによるものでございます。 

 例えますと、学校体育館の建設は、目的別で

は教育費に分類され、また、性質別では普通建

設事業費に分類されるといった区分の方式でご

ざいます。さらに、１、人件費と、２、扶助費

と、３、公債費は義務的経費に大分類され、ま

た、１１、普通建設事業費と、１２、災害復旧

事業費は投資的経費に大分類されます。 

 それでは、個々の歳入につきまして、一般会

計歳入歳出決算書ですね、これを、決算書を用

いまして順次説明をいたします。 

 歳入につきましては、主なものを１０００円

未満で切り捨てて説明をさせていただきます。 

 なお、国や県の支出金、あるいは市債など事

業に係る特定財源につきましては、歳出のほう

でも出てまいりますので、簡潔に説明いたしま

す。 

 それでは、一般会計歳入歳出決算書の２４、

２５ページをお願いいたします。 

 まず、款１・市税でございます。 

 歳入全体の２４.７％を占めており、市歳入

の主要なものでございます。調定額に対する収

入済額の割合、徴収率は、平成２３年度新たに

課税した現年度課税分で９８.１％、平成２２

年度以前に課税し、徴収できなかった滞納繰越

分で１８.３％、全体で９１.３％と前年度に比

べ上昇しております。 

 収入済額の右側の欄ですが、地方税法の規定

による滞納処分の執行停止が３年間継続したと

きは納税義務が消滅してしまうなどの不納欠損

額は１億２３４２万５０００円、さらに、その

右の収入未済額、いわゆる滞納額は、平成２３

年度中に徴収できず、次年度に繰り越され、徴

収の対象となるもので、１１億８２１３万６０

００円でございます。 

 それでは、市税の内容でございますが、ま

ず、項の１・市民税、目１・個人は、市民個人

の前年の所得に対し課税されるもので、均等割

３０００円と所得割６％からなります。前年度

に比べて、現年度課税分で１.１％の増でござ

いまして、個人所得の落ち込みが底を打った状

態にあります。なお、備考欄の還付未済額は、

納め過ぎの市税の額がありましたので還付の通

知を出しましたが、年度内に受け取りがなされ

ていないものでございます。 

 次の同項、目２・法人は、法人の決算期ごと

の申告課税によるもので、法人の規模に応じた

均等割と法人税割１４.７％からなります。前

年度に比べて現年課税分で１１.６％の増でご

ざいまして、法人にあっては業績の回復が見ら

れる状況となっております。 

 次に、項２・固定資産税、目１・固定資産税

は、１月１日現在の土地、家屋、償却資産の所

有者に対し課税されるもので、税率は１.５％
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となっております。前年度に比べ現年課税分で

０.７％の減でございますが、地価の下落や法

人の設備投資の伸び悩みが主な要因でございま

す。 

 次の同項、目２の国有資産等所在市交付金は

国・県などが所有する土地、家屋等に対する固

定資産税のかわりに交付されるもので、前年度

に比べて２５.１％の減でございます。 

 次に、項３、目１・軽自動車税は、４月１日

現在の所有者に対し課税されるもので、前年度

に比べて現年度課税分で２.３％の増となって

います。 

 次に、項４、目１・市たばこ税は、卸売販売

業者等に課税するもので、平成２２年度に、た

ばこ税の引き上げがなされ、消費本数が減った

ものの、前年度に比べ１４.２％の増となって

おります。 

 次に、項５、目１の入湯税は、入湯客に対し

課税する税で、環境衛生施設、消防施設の整備

や観光振興の費用などに充てられる目的税でご

ざいます。税額は、日帰り客で５０円、宿泊客

で１５０円などでございます。日奈久・八代・

坂本・東陽地区の各温泉施設が対象となってお

ります。 

 続きまして、ごらんのページの中ほどにあり

ます款２・地方譲与税でございますが、地方譲

与税とは、国が徴収した特定の税目の税収を一

定の基準により、地方公共団体に譲与、交付す

るものでございます。 

 まず、項１、目１・地方揮発油譲与税は、平

成２１年度の道路特定財源の一般財源化に伴

い、従来の地方道路譲与税の名称が改められ措

置されたもので、国税の地方揮発油税の４２％

を市町村道の延長、面積に応じ、市町村に譲与

されております。 

 次の項２、目１の自動車重量譲与税も、平成

２１年度の道路特定財源の一般財源化されたも

ので、国の自動車重量税の３分の１が市町村道

の延長、面積に応じ、市町村に譲与されており

ます。 

 次の項３、目１の特別とん譲与税は、外国貿

易船の八代港への入港に際し、船の純トン数に

応じて譲与されるものでございます。 

 次、２６、２７ページをお願いします。 

 款の３、項１、目１・利子割交付金でござい

ます。これは、預金利子に課税される県税の一

部が、県民税の割合に応じて県から市町村に交

付されるものでございます。 

 次に、款４、項１、目１・配当割交付金でご

ざいます。これは、上場株式などの配当課税の

一部を財源として、県から一定の基準で市町村

に対し交付されるものでございます。 

 次の款５、項１、目１・株式等譲渡所得割交

付金は平成１６年度に創設されたもので、株式

等譲渡所得等に課税される県税の一部が、県民

税の割合に応じて県から市町村に交付されるも

のでございます。 

 次に、款６、項１、目１・地方消費税交付金

は、徴収された地方消費税の一部が、市町村の

人口及び従業者数で案分され、交付されるもの

でございます。 

 次は、款７、項１、目１・ゴルフ場利用税交

付金でございますが、県に納められたゴルフ場

利用税の１０分の７に相当する額がゴルフ場所

在の市町村に交付されるものでございます。 

 次に、２８、２９ページをお願いします。 

 款８、項１、目１・自動車取得税交付金で、

県税の自動車取得税が市町村道の延長及び面積

に応じ、県から交付されるものでございます。 

 次は、款９・地方特例交付金で、国から交付

されるものでございます。 

 まず、項１、目１の児童手当及び子ども手当

特例交付金は、児童手当や子ども手当制度の拡

大に伴う財源措置でございます。 

 また、同項、目２の減収補てん特例交付金

は、個人住民税における住宅借入金等特別税額
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控除の実施に伴う地方公共団体の税収補塡及び

自動車取得税のエコカー減税に伴う自動車所得

税交付金の減収補塡措置として設けられたもの

でございます。 

 続きまして、款１０、項１、目１・地方交付

税でございまして、前年度に比べ２.８％の増

でございます。地方交付税は、国税の所得税、

法人税、酒税、消費税やたばこ税のそれぞれの

一定割合の額で、各地方公共団体が等しく事務

が遂行できるよう、国が交付するものでござい

ます。 

 備考欄に記載しておりますが、普通交付税は

標準的な収入――基準財政収入額が標準的な歳

出――基準財政需要額に対し少ない場合に、そ

の差額が交付されるもので、また、特別交付税

は特別の事情を考慮して交付されるものでござ

います。その割合は、現在、普通交付税が９４

％、特別交付税が６％となっております。 

 次に、款１１、項１、目１・交通安全対策特

別交付金でございますが、国に納付された交通

反則金を交通事故の件数や人口集中地区の人口

等をもとに算出し、国から交付されるものでご

ざいます。 

 続きまして、款１２・分担金及び負担金でご

ざいまして、特定の事業の経費に充てるため、

その事業により受益を受ける者に賦課徴収する

ものでございます。 

 まず、項１・分担金、目１・農林水産業費分

担金でございますが、備考欄に記載しておりま

す、かんがい排水路改修事業の受益農家からの

分担金が主なものでございます。 

 次に、一番下から、３０、３１ページをお願

いします。 

 項の２・負担金、目１・総務費負担金です。

八代地域イントラネット運用経費に係る氷川町

からの負担金でございます。 

 同項、目２・民生費負担金では、節１・社会

福祉費負担金の老人福祉施設の入所者負担金

や、ページの下のほうになりますが、児童福祉

費負担金の公立保育所と私立保育所の保育料が

主なものでございます。 

 引き続き、３２、３３ページをお願いしま

す。 

 ページ上の備考欄の収入未済額――滞納額で

すが、保育料が４０００万円を超えておりま

す。 

 次に、款１３・使用料及び手数料でございま

す。 

 まず、項１・使用料、目１・総務使用料で

は、市営中央駐車場、新八代駅東口駐車場の使

用料が主なものでございます。 

 次に、３４、３５ページをお願いします。 

 同項、目３・衛生使用料では、千丁地域福祉

保健センター――パトリア千丁の温泉入館料及

び斎場使用料が主なものでございます。なお、

千丁地域福祉センターの事故による休館で、前

年度に比べ大幅な減となっております。 

 次に、ページ下から３６、３７ページをお願

いします。 

 同項、目５・商工使用料でございますが、泉

・五家荘観光施設の平家の里、緒方家、左座家

などの使用料が主なものでございます。 

 同項、目６の土木使用料でございますが、九

州電力やＮＴＴなどの電柱に対する道路占用料

や公営住宅の使用料が主なものでございます。

なお、収入未済額――滞納額は、公営住宅使用

料で４０００万円を超えております。 

 次に、一番下の欄から３８、３９ページをお

願いします。 

 同項、目７・教育使用料でございますが、幼

稚園使用料や公民館使用料、厚生会館、千丁・

鏡文化センターの使用料、また、総合体育館、

千丁・鏡体育館の使用料などが主なものでござ

います。 

 次に、下の欄から４０、４１ページをお願い

します。 
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 項２・手数料でございますが、目１・総務手

数料では、戸籍謄本や住民票などの交付手数料

であります戸籍住民基本台帳手数料が主なもの

でございます。 

 次に、同項、目２・衛生手数料では、清掃セ

ンターへの搬入ごみ処理手数料とごみ有料指定

袋処理手数料が主なものでございます。 

 次に、同項、目４・土木手数料では、建築確

認・検査申請等手数料が主なものでございま

す。 

 続きまして、４２、４３ページをお願いしま

す。 

 款１４・国庫支出金でございます。右側の収

入未済額が１０億円を超えておりますが、いず

れも平成２４年度への繰り越し事業に伴うもの

でございまして、国の経済対策による学校耐震

化事業などの予算措置がずれ込んだことにより

ます。 

 まず、項１・国庫負担金、目１・民生費国庫

負担金では、国民健康保険を支援する国民健康

保険基盤安定負担金、障害者に対する生活介護

給付などを負担する障害者自立支援給付費負担

金、また、子ども手当の負担金、１８歳未満の

児童を扶養するひとり親家庭などに支給する児

童扶養手当の負担金、保育所運営費の負担金、

生活保護費の負担金が主なものでございます。 

 次に、４４、４５ページになりますが、同

項、目３・災害復旧費国庫負担金でございます

が、公共土木施設の復旧に対する国庫負担率は

６６.７％となっております。 

 続きまして、項の２・国庫補助金、目１・総

務費国庫補助金では、市町村合併を行った市町

村に対し交付される市町村合併推進体制整備費

補助金でございますが、本市に交付されるのは

７億５０００万円で、平成２３年度末で残りが

１億５８１７万９０００円となっております。

また、前年度からの繰り越し事業となりました

国の景気浮揚策に係る地域活性化・きめ細かな

交付金及び同住民生活に光をそそぐ交付金など

でございます。 

 次に、同項、目２・民生費国庫補助金の主な

ものは、地域生活支援事業補助金、子育て支援

交付金でございます。 

 次に、同項、目３・衛生費国庫補助金では、

小型合併処理浄化槽設置事業交付金が主なもの

でございます。 

 次に、４６、４７ページになりますが、同

項、目５・商工費国庫補助金では、高次都市施

設（旧ＪＡ倉庫）整備事業交付金が主なもので

ございます。 

 同項、目６・土木費国庫補助金の主なもの

は、市道北吉扇ノ江線などの整備を進める南北

アクセス線改良事業交付金、次に、４８、４９

ページになりますが、日奈久港の遊歩道整備や

社会実験を行う日奈久港回遊ネットワーク形成

事業交付金、南側橋梁建設に係る南部幹線整備

事業交付金、北部幹線整備事業交付金でござい

ます。 

 次に、５０、５１ページになりますが、同

項、目７・教育費国庫補助金でございます。小

学校体育館改築事業費補助金や小学校体育館及

び中学校校舎耐震改修事業費補助金が主なもの

でございます。 

 次の５２、５３ページをお願いします。 

 項３・委託費で、国が本来みずから行うべき

事務であるが、地方公共団体に行わせたほうが

効率的である場合に、その事務を行わせ、その

経費を負担するものであります。 

 目２の民生費委託金の国民年金事務費交付金

が主なものでございます。 

 続きまして、款１５・県支出金でございま

す。 

 まず、項１・県負担金、目１・民生費県負担

金では、低所得者の国民健康保険税の軽減分な

どを負担する国民健康保険基盤安定負担金、同

様に、低所得者の後期高齢者医療保険料の軽減
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分を負担する後期高齢者医療基盤安定負担金、

障害者に対する生活介護給付などを負担する障

害者自立支援給付費負担金のほか、５４、５５

ページになりますが、保育所運営費負担金が主

なものでございます。 

 次に、６６、６７ページをお願いします。 

 同項、目９・災害復旧費県補助金の主なもの

は、林道施設災害復旧費補助金でございます。 

 項３です。委託金、目１・総務費委託金で

は、権限移譲事務市町村交付金のほか、６８、

６９ページになりますが、下のほうですけど

も、本市が県民税を市民税と一括して徴収し、

それを県に納入しておりますが、その事務に対

し県から交付される県民税徴収事務委託金や県

知事選挙委託金、県議会議員選挙委託金などが

ございます。 

 次に、項の２・県補助金、目１の総務費県補

助金では、路線バスの運行費補助に対する生活

交通維持・活性化総合交付金、発電所の所在市

町村に交付される電源立地地域対策交付金が主

なものでございます。 

 次に、同項、目２・民生費県補助金では、重

度心身障害者医療費助成事業に対する補助金、

次の５６、５７ページになりますが、小学校の

放課後や夏休みなどに児童を預かる放課後児童

健全育成事業費補助金、延長保育の実施に対し

交付される特別保育事業費補助金が主なもので

ございます。 

 次に、２つ飛びますけども、７２、７３ペー

ジをお願いします。 

 款の１６・財産収入でございます。 

 まず、項１・財産運用収入、目１・財産貸付

収入では、市有地を個人、法人へ有償で貸し付

ける土地建物貸付収入や、目２・利子及び配当

金では、財政調整基金利子を初めとする各基金

の利子でございます。 

 次に、５８、９ページをお願いします。 

 同項、目３・衛生費県補助金は、４歳未満児

等の乳幼児の医療費助成を補助する乳幼児医療

費助成事業費補助金のほか、子宮頸がん等ワク

チン接種緊急促進事業補助金が主なものでござ

います。 

 次に、項２・財産売払収入、目１・不動産売

払収入では、八千把地区土地区画整理事業保留

地売払収入や、７４、７５ページになります

が、同項、目４・生産物売払収入では、五家荘

やまめ中間育成施設のやまめ売払収入がござい

ます。 

 次に、同項、目４・農林水産業費県補助金で

は、これは６０、６１ページになりますが、備

考欄中段の地籍調査事業費補助金のほか、飛び

ますが、６２、６３ページになりますが、備考

欄下から２つ目の民間の高性能林業機械等導入

補助に対する緑の産業再生プロジェクト促進事

業補助金などでございます。 

 続きまして、款１７・寄附金でございます。 

 まず、項１・寄附金、目１・総務費寄附金

は、日本中央競馬会事業所周辺環境整備寄附金

２０００万円のほか、ふるさと納税寄附金９件

の２３８万円などでございます。 

 次に、６４、６５ページをお願いします。  次に、款１８・繰入金でございます。 

 同項、目５・商工費県補助金では、短期的な

雇用に対する緊急雇用創出基金事業補助金と長

期的な雇用に対するふるさと雇用再生特別基金

事業補助金が主なものでございます。 

 ７６、７７ページになりますが、項１・基金

繰入金、目５・八千把土地区画整理事業基金繰

入金のほか、同項、目６・住民生活に光をそそ

ぐ基金繰入金が主なものでございます。同基金

は、平成２２年度に国の緊急総合経済対策に基

づき交付された資金を原資に、消費者行政、不

登校児童生徒の対策並びに図書館を活用した知

 次に、同項、目７・消防費県補助金は、大島

石油基地の備蓄量に応じ交付される石油貯蔵施

設立地対策等交付金でございます。 
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の地域づくりへの取り組みを強化するために創

設したものでございます。 

 款の２１・市債でございます。平成２４年度

への繰り越し事業に伴って、収入未済額が約１

７億円でございます。  次は、款１９・繰越金でございます。 

 まず、項の１・市債、目１・総務債の主なも

のは、国の施策に基づく赤字補塡債であります

臨時財政対策債でございますが、これは借入限

度額が国から示されるもので、その元利償還に

対して後年度、交付税の１００％補塡がありま

す。以下、それぞれの事業費から国・県補助金

など特定財源があれば、それを差し引いた残り

に、定められた借り入れの割合、充当率といい

ますが、それを掛け合わせて算出し、１０万円

単位で借り入れを行っております。 

 平成２２年度決算の歳入総額と歳出総額の差

し引き額で、これが２３年度の歳入となったも

のでございます。 

 続きまして、款の２０です。諸収入でござい

ます。 

 項１・延滞金加算金及び過料では、市税等が

納期限までに納入されない場合に、その遅延に

対する制裁金としての延滞金が主なものでござ

います。 

 次に、同ページの下、貸付金元利収入、目１

・総務費貸付金元利収入では、新たな雇用を生

むなど地域振興に資する事業を実施する民間事

業者に、経費の一部を、市が地方債を借りて、

それを無利子で貸し付ける地域総合整備資金貸

付金元金収入が主なものでございます。 

 いずれも地方交付税の補塡があるものにつき

まして借り入れを行っております。なお、市債

につきましては、歳出のそれぞれの事業でも説

明いたしますので、ここでの説明を割愛させて

いただきます。 

 なお、同ページから７８、７９ページになり

ますが、住宅新築資金等貸付金元利収入の収入

未済額――滞納額が１億４０００万円を超えて

おります。 

 以上、平成２３年度八代市一般会計歳入歳出

決算の歳入についての説明とさせていただきま

す。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） ただいま説明のあり

ました議案第９９号・平成２３年度八代市一般

会計決算の歳入関係について一括して質疑を行

います。 

 また、同項、目２・民生費貸付金元利収入で

も、災害援護資金貸付金元利収入で、さらに、

同項、目４・教育費貸付金元利収入の奨学資金

貸付金元利収入でも多額の収入未済額――滞納

額を抱えております。 

 なお、お願いですが、歳入で国県支出金など

の特定財源に係る事業内容についての質疑は、

歳出における質疑と重複することが考えられま

すので、事業内容に関する事項については、歳

出審査の際に質疑をお願いしたいと思います。

御協力よろしくお願いします。 

 １つ後戻りしますけども、同項、目３・商工

費貸付金元利収入は、中小企業経営安定特別融

資預託金を初めとする各預託金の元金収入でご

ざいます。 

 次に、ページ下、項４・雑入でございます

が、８０、８１ページをお願いします。 

 それでは、質疑ありませんか。 

○委員（松永純一君） はい、委員長。 

 主なものは、目５・雑入で、消防団員退職報

償金、公営住宅共益費、広報紙、ホームページ

などの広告料収入、熊本県市町村振興協会市町

村交付金などでございます。 

○委員長（中村和美君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） 皆さんが考えられてい

る間に、少し質問をさせていただきます。幾つ

かありますので、一括して質問いたしますの

で、答弁ができるものについては、その順番に 次に、８２、８３ページをお願いします。 
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従って答えていただきたいと思います。できな

いものにつきましては、午後の冒頭にでも結構

でございます。 

 まずは、２５ページの軽自動車税ですけれど

も、税については滞納がかなり計上されており

ますけれども、相当な努力をされた上で、この

計数だろうというふうに理解をいたしておりま

す。 

 ただ、軽自動車税について単年度で約８００

万弱、それから、滞納繰越分を含めますと２０

００万を超えると。軽自動車については、たし

か車検をするとき、自動車税の領収証、あるい

は納税証明書が必要になるというふうに思いま

す。もちろん賦課期日と、それから徴収期限、

あるいは車検のいわゆるタイムラグというもの

がありますから、計上される部分もあるでしょ

うけれども、軽自動車が、貨物の場合はたしか

四千何百円、乗用車の場合が七千何百円とかっ

ていうことですから、７００万単年度であるっ

ちゅうことは１０００台になるんですかね、平

均してですね。 

 登録台数もふえていると思いますけども、そ

ういう車検のときに、いわゆる領収証が必要で

あってもこれだけの滞納があるというのはです

ね、どういうことなのか。そのあたりのちょっ

と説明をお願いいたします。 

 それから、２９ページ、先ほど野田課長のほ

うから、震災の影響で、特別交付税とか、いわ

ゆる地方交付税でかなり厳しい見込みがあると

言われましたけども、私の理解ではですね、特

別交付税、昨年とほぼ同額なんですよね。普通

交付税は若干ふえております。 

 確かに震災があった後に、これはもう地方に

特別交付税は来ぬとじゃなかろうかという心配

しました。ところが、国は復興債を発行して、

その後、住民税とかですね、法人税とか、５年

とか、１０年とか、１５年とかで転化して徴収

するわけですから、恐らく影響なかったんだろ

うなと、私はそういうふうな理解でおります。

これについては答弁は要りません。 

 それから、あとは歳出でという委員長のこと

でしたから、ちょっと飛ばしまして、４５ペー

ジの市町村合併推進体制整備補助金ですけど

も、７億５０００万、残りは１億５０００万で

大体９億になるのかと思いますけども、これは

当初ですね、合併するときにはたしか５年間で

１０億八代市には来るというような説明がどう

もあったようですが。恐らく合併市町村がふえ

て、５年間で１０億というのが先延ばしになっ

たんだろうというふうに思いますけれども。そ

のあたりですね、当初合併するときに言われて

いた５年間で１０億が変わってきたのかどうか

ということの、もう少し説明をお願いしたいと

思います。 

 それから、７３ページですけども、金額的に

は小さいんですが、私にとってはちょっと大き

なことでお尋ねしますけども、７３ページの下

から３行目ぐらいの立木売払収入。これは、多

分間伐の立木の売り払いだろうと思うんです

が、これについては売ったものが収入になる

と。歳出については、歳出でそれぞれ委託がた

しか組まれていたと思いますが、若干ふえてお

りますよね、予算に対して。 

 これは考えられるのが２通りあって、材積が

ふえたのか、あるいは単価が高かったのかとい

うことですけども。平均してですね、そのあた

りの材積がふえて決算額が予算よりもふえたの

か。あるいはちょうどそのとき、売ったときに

単価がちょっと高かったのでふえたのかです

ね。そこをちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

 それから、７９ページのですね、住宅新築資

金の貸付金元利収入が、かなり収入未済額があ

ります。過年度分でも１億４７００万。で、こ

れは、次のところにもあるんですけども、災害

援護資金貸付金元利収入っていうのがあって、
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これはつまり合併前の市町村が、災害があっ

て、たしか不知火が大きな災害を受けたときだ

っただろうと思いますけども、いわゆる市とか

町が借りて、それを個人に貸し付ける。ですか

ら、市とか町が払わにゃいかぬ。個人が払って

ない部分が残ってるわけですが。この住宅新築

資金、これも同じような仕組みなのか、いわゆ

る転貸資金のようなものかどうか。で、ちょっ

と額が大きいというようなところですね。 

 あとは市債についてですね。これは、後で委

員長に資料要求したいと思いますけども、資金

別にですね、表が多分、財政課はつくっておら

れると思いますので、それをですね、これはも

う最後のほうで。その表のですね、参考資料と

して、いわゆる過疎対策事業債がどれだけと

か、辺地対策は幾らとか、一般公共事業がどれ

だけとか、一般単独は幾らとか。できれば、そ

れに借り入れ先を書いてあれば、もっとよろし

いんですけども。書いてなければ、その表でと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） たくさん質疑が出て

おりますので、順次、答弁願います。 

○納税課長（松本秀美君） はい。 

○委員長（中村和美君） 松本納税課長。 

○納税課長（松本秀美君） 納税課長の松本で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 最初の質問の軽自動車税の滞納についてって

いうことでございますが、監査意見書のほうで

説明させていただければと思っております。 

 監査意見書の１２ページでございます。 

 １２ページの中ほどの表に、市税徴収率及び

収入未済額状況っていうのがございます。この

下から４行目でございますが、徴収率、現年度

分として９７.４％、滞納繰越額で３１.１％、

合わせて９２.４％っていうふうになっており

ます。 

 軽自動車税につきましては、一番安い金額は

５０ｃｃのバイクが１０００円でございます。

バイクの分も軽自動車税として計上しておりま

す。車検があるのは、先ほどお話がありました

四輪の分と、あと、２５０ｃｃを超えるバイク

が車検がございます。 

 車検がない部分についてはなかなか支払いが

悪くて、また、車検時にまとめて２年分払うと

いう方がいらっしゃいますし、車関係にちょっ

と詳しい方については、車検をせずにもう廃棄

していくと、中古車を廃棄したままという方も

見受けられます。あとは、転出したまんま、本

来は今度は新しい住所地で登録をし直さなくち

ゃいけないんですが、それもそのままにして残

っておるというふうなのも多数見受けられま

す。 

 全体として軽自動車税の案件というのは、調

定件数が大体６万件ぐらいございます。このう

ち、９７％の場合、単純に考えますと３％で１

８００台ぐらい滞納があるという形になるかと

思います。なかなか実態調査をしてから、課税

そのものが、もしかしたら廃棄状態というのも

相当あるかと思っております。金額が小さくて

も、納税課のほうとしては、徴収のほうについ

ては頑張っておるところでございます。一応２

２年度よりも収納率としては上げております。 

 以上です。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。私のほう

から、合併の補助金の関連につきましてお答え

したいと思います。 

 まず、合併の補助金でございますけども、金

額につきましては、６市町村、当初からという

ことで、７億５０００万ということで、金額に

ついてはそちらで最初から聞いておりまして。

実は、最初は７億５０００万の５年間というこ

とでしたんですが、途中で国のほうの法令等の
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改正がございまして、それで１０年に延長にな

ったということで、それに１０年間で計画を立

てて、順次、財源を充当してるというような状

況でございます。 

○委員長（中村和美君） はい、次。 

○農林水産部次長（垣下昭博君） はい。 

○委員長（中村和美君） 垣下農林水産部次

長。 

○農林水産部次長（垣下昭博君） 農林水産部

の垣下です。よろしくお願いします。 

 先ほどの質問でございますけれども、立米数

のほうが計画よりもふえている状況でございま

す。今ちょっと手元に、どれぐらい量がふえた

のかっていうのがちょっとありませんもんです

ので、立米数がふえた、で、価格が上がったと

いうことでございます。 

 以上でございます。 

○人権政策課長兼人権啓発センター所長（水本

和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） 水本人権政策課兼人

権啓発センター所長。 

○人権政策課長兼人権啓発センター所長（水本

和博君） はい。７７ページの住宅新築資金等

貸付金でございますけども、これは同和対策事

業の一環で行われておる事業でございます。八

代市のほうは旧八代市時代から、昭和５２年度

から貸し付けが平成４年度まで行われておりま

した事業でございます。 

 これにつきましては、資金の部分でございま

すけれども、もともと旧建設省の事業として、

この事業がございましたが、補助事業として４

分の１の補助率で国庫補助がございました。残

ります部分の４分の３につきましては、政府資

金による地方債ということで充てられておりま

す。充当率１００％でございます。 

 この事業は、貸し付け自体は平成４年度で終

了いたしておりますが、その後、償還について

多額の未納が出ておるという状況でございます

が、これにつきましては、経済状態、あるいは

貸し付け者本人の死亡等々さまざまな理由ござ

いますが、回収については、分納等々でお願い

をしておるというような状況でございます。

（委員松永純一君「はい、以上だったかな」と

呼ぶ）（｢以上です」と呼ぶ者あり）（委員松

永純一君「はい。じゃ、時間の都合があります

ので」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。

（委員松永純一君「はい」と」呼ぶ） 

 ほかありませんか。 

○委員（松永純一君） あっ、資料。委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） 先ほどの市債のです

ね、市債の資料は提出をお願いしたいと思いま

すが、委員会として。 

○委員長（中村和美君） お諮りいたします。 

 ただいま松永委員から市債についての資料要

求がありましたが、いかがいたしましょうか。

当委員会として資料を要求するということでよ

ろしいでしょうか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、委員会と

して資料を要求することといたします。 

 執行部におかれましては、準備ができ次第、

速やかに提出願います。 

 ほかありませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。大きいところ

でお尋ねをしたいんですけれども、合併をして

７年が経過をしているわけですけれど、２３年

度っていうことであれば６年経過をした中で、

合併当初に財政計画を、合併後のですね、財政

状況の計画というのを立てられたというふうに

記憶をしております。 

 震災等もあり、災害等もあったわけですけれ

ども、当初の合併の財政計画から見て、現在の
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ですね、２３年度、この決算を終えるに当たっ

て今どのような判断を、新市になってですね、

財政状況の判断をされているかというところを

ちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、田中委員。 

○委員（田中 茂君） 会議の冒頭ですね、監

査委員さんのほうからの挨拶の中でも触れられ

たわけですが、監査委員の意見書の１０ページ

から１２ページにかけましてですね、市税の徴

収率及び収入未済ということで出ていまして、

市民税についてはですね、個人、法人税９２.

９％ということですが、どうもその固定資産税

がですね、努力はされてると思いますけれど

も、まだ８０％台ということでですね、こちら

のほうがこの（カ）のほうにも書いてございま

すように、市税の収入未済額は現年度分が２億

５２００万円、それから繰り越しが９億２９０

０万円、全体で１１億８０００万円と約１２億

に達する未済額でありましてですね、そのうち

の固定資産税が６７.１％、市民税が３１％占

めてるんだということがありますので、もちろ

ん市民税についても、固定資産税についても、

今後も徴収率の向上努力はお願いしたいところ

ですけど。 

○委員長（中村和美君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。新市ので

きる際に財政計画をつくっております。それと

比較しまして、歳入も、国のほうの三位一体改

革とか、そういったような影響等も若干変わっ

ております。と申しますのも、特に地方交付税

等につきまして、金額的にも見込みよりも確保

できるというような状況が続いております。そ

ういった関係で、いわば国に依存した形ではあ

りますが、財政面から見れば、ちょっと収入面

は安定はしてるのかなというようなところで

す。 

 それから、歳出面につきましても、同様に、

国のほうの景気対策ということで、国が補助金

を流して景気浮揚策、雇用策を努めようという

ことでありますので、いわゆる建設事業費とい

うものが、当初の見込みよりもかなり大きくな

っているというような状況ではございます。 

 それで、御説明にもありましたトータルで９

１.３％だったということは、大きな努力の結

果だと思いますけれども、さらに何て言います

か、税の不公平感をなくするとか、あるいはさ

らに１２億程度の収入があればですね、もっと

もっと大きな事業が市全体としてできるという

のがあると思いますので、今後さらにどういう

形で努力を続けられようとしてるのかですね、

その辺をお尋ねしたいと思います。 

 ただ、いかんせん、あくまでそれは歳入歳出

とも国に依存した形でありますので、八代市の

自主的な努力としてですね、努力として上向い

たというような判断はしておりません。 

 今後につきましてはですね、そこの歳入、特

に市税の確保というのは、いわば市の収入の根

幹ですので、市税の確保、もうこれに尽きるの

かなというようなところでですね。決して楽観

はしてないんですが、国のほうからのいろんな

景気刺激策で、まあ、好調に滑り出していると

いうような状況かなという認識をしています。 

○納税課長（松本秀美君） はい。 

○委員長（中村和美君） 松本納税課長。 

○納税課長（松本秀美君） それでは、先ほど

の監査委員の意見書に沿ってお話をちょっとし

たいと思います。  以上です。（委員幸村香代子君「はい。あり

がとうございます」と呼ぶ）  ８ページのほうからよろしいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、ほかありませ

んか。 

 大体８ページから１１ページ、１２ページま

でが納税課の管轄になるかと思うんですが、８
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ページのほうには、７行目か８行目に不納欠損

額１億２４００万余りのうち、（ア）、

（イ）、（ウ）のところに市税が１億２３４２

万６０００円というふうになっております。同

じく９ページの表の一番上のほうに、不納欠損

額と収入未済額が１１億８２００万というふう

に載っております。これにつきましては、今現

在、徴収努力をしてるわけでございますが、簡

単に１０ページの説明をさせていただきます。 

 １０ページのほうのですね、上から５行目

に、市税の調定額ということで１４９億６９０

０万という形で載っております。この内訳は、

現年度分が１３６億でございまして、滞納繰越

分が１２億８４００万、この内訳につきまして

は、１０ページの一番下のほうに１３６億８４

００万と書いてありまして、１１ページの一番

上の表の合計欄のほうに１２億８４００万とい

うふうになっております。 

 私どものほう、現年度分につきましては、た

だいま大体県内で１４市の中で４位でございま

す。２０年度が８位でございました。８位から

７位、５位、４位というふうに伸ばしてきてお

ります。現年度対策については、間違いなくそ

の効果が出てきてると思っております。 

 滞納繰越分につきましてはですね、この１２

ページのほうをちょっと見ていただきたいんで

すが、１２ページのほうに真ん中の表がござい

まして、合計の欄がございます。現年度分は２

億５２４１万４０００円徴収できなかったと。

その隣の滞納繰越分につきましては、９億２９

７２万３０００円徴収できなかった。合わせて

今、１１億８２１３万７０００円あるというこ

とでございます。 

 この中で、実は、その前の表でございます

が、１１ページのほうに市税の不納欠損処分状

況というのがございます。ここの中に滞納処分

の執行停止によるもの、そしてその下に３年経

過後の消滅っていうのがございます。実は３年

経過後の消滅でございますから、まだ１年たっ

てないもの、もしくは１年たったもの、２年た

ったものというのがございます。それが、この

１２ページの表の１１億８２００万の中で、３

億４０００万ほどございます。 

 ですから、実際まだ処理が済んでないものと

いうのは、この９億２９００万のうち３億４０

００万を引いたものと現年度で２億５０００

万、合わせて８億４０００万ほどがまだ処理が

できてない分ということでございます。 

 そもそも徴税吏員というのは、税金を徴収す

る公務員というふうな形になるかと思います

が、実際は滞納繰越分もしくは納期限を過ぎた

ものについて、その方が本当に納付能力がある

のか、要するに全く財産もないと、あともう生

活保護に準ずる方だと、行方不明の方だと、そ

ういうのを認定して、取れるべきものは当然滞

納処分をして徴収すると。今の現在で取れない

と判断したものについては、一応滞納処分の執

行停止という形で、そのまま一応保留するとい

う形でございます。 

 ただし、執行停止をかけた方についても、順

次、例えば預貯金の調査をかけるとかいうふう

な形をとって、もしその方の納付能力が復活し

たら、その３年間の間に、今度は滞納処分の執

行停止を解除して取るというふうな形で処理を

進めております。 

 先ほどの、市県民税についての滞納が多い、

また固定資産税の滞納が多いということでござ

いました。固定資産税につきましては、売却し

たい方は非常に多い。しかしながら、買いたい

っていう方がほとんどいらっしゃらない。ま

た、例えば、家をつくっても、最初ローンでつ

くられる方が多いもんですから、その時点で抵

当権が発生しておりまして、仮にそれを公売し

ても市税のほうには回ってこないということが

多うございます。 

 市県民税につきましては、基本的には普通徴
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収と特別徴収というのがございます。特別徴収

というのは、私どももおんなじなんですけれど

も、給料から天引きされてらっしゃる方、こち

らのほうの収納率は９９.９２％だったと。も

うほとんど滞納がない。会社が倒産しない限り

は、まず滞納がない。実際、取れなかった金額

が２００万か、３００万ぐらいだったと思うん

ですね。 

 あと、今度は普通徴収っていうのがございま

す。これは、自主的に年に４回にわたって払う

と。これが、所得税の場合は現年度で取るんで

すけれども、前年の所得に対してかかるわけで

ございますから、もう今は生活するのがいっぱ

いで税金を払う余力もないっていう方も相当い

らっしゃいまして、こちらの収納率は９３.４

％ぐらいだったと思います。ほとんどの滞納に

つきましては、市民税の中は普通徴収部分でご

ざいます。 

 なかなか徴収努力は続けてるんですが、今の

経済状況で実際払うことができない方が多い。

もしくは、よく貧困率とかっていう話がござい

まして、１６％ぐらいあると。その方たちにつ

いてはなかなか徴収努力をしても、納付能力が

ないっていう方が多うございまして、非常に徴

収のほうも困難をきわめております。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） はい。よろしいです

か。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。民生費のことを

お聞きしたいんですけど、全体の構成率が３

５.６％ということで、非常に財政の中では高

いんですけど、交付税が１８０億の中で民生費

が１９０億ということで、交付税をほとんどそ

こに費やしているような形になってるふうにも

感じるんでよすね。 

 で、この民生費は、これから団塊の世代の方

々がもっとこう、こういうとこに費やされてい

くんじゃないかと思いますが、一応、本市にお

いてのこれからの伸び率というか、それから、

そこに対してどのような手当てを、手当てっ

て、少しでも抑えるためにはどんなふうに努力

というか、手当てをされるのかということをお

伺いしたいんですが。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（堀 泰彦

君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀健康福祉部

次長。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（堀 泰彦

君） はい。おはようございます。健康福祉部

でございます。 

 ただいま御質問の点でございますが、資料の

ほうにも書いてございますように、本年度の民

生費の伸びとしては、２点、生活保護費と子ど

も手当の分で大幅な増というような形になって

おります。 

 御存じのように、生活保護費につきまして

は、現在の経済状況の中におきまして対象者が

非常に増加する傾向がございますので、現行、

生活保護を受けられた方々の就労支援とか、あ

るいは教育の付加を行うことによって、長期的

に生活保護から脱却ができるような体制づくり

を進めていきたいと考えております。 

 子ども手当につきましては、御存じのよう

に、国の制度変更がたびたび行われた結果、現

行のような増加が発生したと考えております。 

 ２３年度決算におきます視点としてはそうい

う点でございますが、長期的な視点で申し上げ

ますと、現在の一般会計のみではなくて、医

療、介護保険、そういうところにおけます医療

費、介護保険の利用の抑制ができるような健康

である市民づくりを行っていくということが必

要かと考えております。 
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 具体的な内容ではございますが、以上答弁と

させていただきます。 

○総務部次長（山田 忍君） あっ、済みませ

ん、もう一つ。 

○委員長（中村和美君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） 先ほどお尋ねの

中で、地方交付税について民生費のほうに多く

を投入するようなことというようなお話があっ

たんですが、民生費とかにつきましては、多く

公立の、国とか県の補助金が参りまして、市の

持ち出す財源としては、ほかのに比べれば大分

少ないというような状況にあります。 

○委員長（中村和美君） よろしいでしょう

か。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（中村和美君） 前川委員。 

○委員（前川祥子君） 別に、地方交付税がそ

れに多く投入されているという意味で言ったわ

けではないんです。３５％という民生費が１９

０億ぐらい使われているっていうことで、それ

と合わせたときに、そういうふうに同じぐらい

の額が要るなというようなことで申し上げたと

いうところであります。 

 それで、伸び率といいますか、今後は民生費

がどれぐらいまで上がっていくのかというの

は、大体シミュレーション的にはおわかりにな

っていらっしゃるんでしょうか。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（堀 泰彦

君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、堀健康福祉部

次長。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（堀 泰彦

君） 大変申しわけございませんが、将来的な

伸びという予測を現行、行ってはおりません。

ただ、先ほど申し上げましたように、生活保護

費はいや応なく伸びていくだろうということで

の、当然、予算要求時においては、そのあたり

は把握した上で、推測した上で予算要求は行っ

ております。 

 ただ、超長期的な今後の社会保障費の伸びと

いうものは、先ほど山田次長からもありました

ように、国からの補助体制の変更というものが

非常によくございますために、構成上、非常に

来年の予算要求時点で積み上げるのが精いっぱ

いというようなところでございます。 

 ただ、いろいろな福祉計画、老人福祉計画、

介護保険計画とか、はつらつ健康課が持ってお

ります健康づくりの計画の中においては、中期

的な３年あるいは５年の計画を作成した上にお

いて、その把握は行っております。ただ、今お

っしゃられましたトータル的な予算額がどのく

らいまで伸びるというのは、申しわけございま

せんが作成しておりませんために、お答えがで

きないところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。金額的には大し

たことはないんですが、３３ページの私立保育

所保育料の未納分、現年度分で約７００です

ね。過年度でいきますと３２８６万。保育所で

すから、卒園をされると子供さん自体はおらな

くなるんですが、大体この現年度分ぐらいが毎

年あるんじゃないかなと予想はするんですが。

この過年度分については、どういう請求の仕方

とか、対処をされるのか。 

○委員長（中村和美君） はい、堀健康福祉部

次長。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（堀 泰彦

君） お答えいたします。過年度分ということ

でのお尋ねになっとりますので、滞納保育料に

関しましては、過年度分と限定された場合にお
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きましてはですね。 

 失礼しました。２３年度におきましては、２

３年１０月の支給にあわせまして、過年度分の

滞納者全員に催告通知を行っております。ま

た、未納がある方の子ども手当支給方法を、口

座振り込みから窓口取り扱いに変更する予定と

いう内容での通知文にいたしております。これ

は、子ども手当から滞納への対応ができるよう

にということで、そういう文を行っておりま

す。 

 窓口受け取りにより、平成２３年１０月の支

給では１３件、４６万７０００円、２４年２月

には１３件、２６万８３２０円、平成２４年６

月には１１件、３０万５０００円の窓口受け取

り処理を行っております。 

 また、御質問とは違いますが、平成２０年２

月の支給にあわせて、現年度分の未納者全員に

も催告通知を行っております。制度変更により

まして、保護者の申し出をいただきますれば、

児童手当から未納の保育料を差し引くことがで

きるようになっておりますので、そういう対応

としましては、合わせまして２２件、１３７万

３４４０円分の処理ができるような対応を行っ

ておるところでございます。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（中村和美君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。子ども手当あた

りからの引き当て等も考えてはおいでるんでし

ょうが、これ、前年度、その前の見てみないと

わからぬのですが、過年度分ちゅうのは減って

いますか、ふえる傾向にありますか。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい、委員

長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村健康福祉

部こども未来課課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） おはようご

ざいます。こども未来課、松村でございます。 

 ただいま委員御質問の、過年度分の滞納額の

推移でございますけれども。過年度分につきま

しては、数字のほうをとりあえず申し上げたい

と思いますけども、過年度分につきましては、

平成２１年度決算におきまして、収入未済額が

３５８２万１０００円、平成２２年度決算では

３４５１万円、平成２３年度では３４００万９

０００円でございまして、基本的には現在、縮

減傾向ということになってます。 

 と言いますのは、先ほど次長のほうも申し上

げましたけども、平成２３年の１０月から子ど

も手当の特別措置法ができましたときに、一応

現年度分の保育料につきましては、その手当か

らの充当を、まあ、強制的にっちゅうか、市の

ほうでしていいということでございましたが、

ただ、過年度分につきましては御本人様の同意

をとらないとできないということがございまし

たので、私どもとしましては、滞納しておられ

る家庭のところに、一応皆さんに、子ども手当

から差し引いていいかということでの同意書を

取りつけるように、現在行っております。 

 ですので、現在、滞納がある方につきまして

は、滞納相談ということで窓口のほうにおいで

いただきまして、極力子ども手当からの同意を

いただいていると。特に、１回も年内に納めら

れないっていう方もいらっしゃいますので、そ

ういう方々につきましては極力子ども手当から

の徴収をお願いしてるというような状況で、こ

ちらのほうの数もだんだんふえておりますが、

ことしにつきましては、現年度分につきまして

もぜひ滞納を減らしていくような努力をするた

めに、子ども手当からの徴収というところまで

取り組みたいというふうに考えているところで

ございます。（委員前垣信三君「はい、結構で

す、はい」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） はい。ほかにありま

せんか。 

○委員（田中 茂君） ちょっと関連してよろ

しいでしょうか。 
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○委員長（中村和美君） はい。田中茂委員。 

○委員（田中 茂君） はい。今、前垣委員さ

んの質問と関連でございますけれども、公立保

育所の保育料と私立保育所の保育料とも収入未

済があるわけですが、保育所の数からしますと

ですね、比率的には、数の比率以上にですね、

私立のほうの収入未済が多いんではないかとい

う感じを受けるわけです。 

 それで、大体、保育所の保護者っていいます

か、これはもう若い方が多いっていうこともあ

ってですね、一般の生活保護とか準保護とか、

そういうのに該当される方は少ないんじゃない

かなという感じもしてるんですが。確かに今、

松村課長も説明されましたように、現年度につ

いてはそういうことでしっかりやられていて、

過年度については非常に難しいというようなこ

ともあるんですが、そこいらをもう少し突っ込

んだ、収入をいただくようにですね、できない

のかどうか。そこいらどうなんでしょうか。公

立と私立の比率も含めて。 

○こども未来課長（松村 浩君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、松村こども未

来課課長。 

○こども未来課長（松村 浩君） はい。公立

と私立の違いにつきましては、なかなか難しい

ところがあるかと思いますけども、特段、公立

だからといって徴収を強化してるということ

は、特段はございません。 

 ただ、数が確かに公立のほうが現在約７００

名程度でございまして、私立のほうが３８００

名程度っていうことで、私のほうが多いんで、

その分なかなかやっぱし徴収が厳しいのもあり

ますし、保育園の場合、基本的には地域に近い

ところへ通ってらっしゃる方が多い関係があり

ますので、滞納が多いのがどちらかっていうと

都市部の傾向にあるかと思います。それで、都

市部のほうにどちらかっちゅうと保育園のほう

が多いし、子供さんも多いというようなところ

からの滞納だと思います。 

 申しわけございません。そこまでのほうの分

析ができておりませんので、今後そういったと

ころもちょっと検討させていただければという

ふうに思います。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい。それでは、鈴

木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。１つだけで

す。これ、将来を見据えてってことでの決算っ

ていうことで、別にその事業を責めてるわけっ

ていうか、そういうことじゃありませんけど。 

 ８１ページのですね、自主文化事業の入場料

ちゅうことで、ちょうど３つ並んでおりました

ので、八代厚生会館の文化事業、それから千丁

文化センターの自主文化事業、鏡文化センター

の自主文化事業のそれぞれの入場料を出してあ

るもんだから、比較しやすかったもんだから、

質問するわけなんですけれども。 

 八代厚生会館の入場料というのが非常に少な

いっていうふうに感じるわけなんですけれど

も。自主文化事業については、それぞれの施設

の職員さんがいろんな事業を検討されるわけっ

て私思うんですけど。こんなにも差が出てくる

もんだろうかっていうことと、１年間の事業っ

てするなら、もう少し金額的に上がってもいん

じゃないかっていうふうに感じたもんだから、

ちょっと質問するわけなんですけれども。 

○市民協働部次長（脇坂 裕君） はい、委員

長。 

○委員長（中村和美君） 脇坂市民協働部次

長。 

○市民協働部次長（脇坂 裕君） 市民協働部

の脇坂でございます。 
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 ただいま御質問ございました自主文化事業の

入場料の件でございますけど、入場料につきま

しては、各演目に違いがございまして、当然な

がら入場料も、安い入場料で行う部分とある程

度三千、四千円の入場料をいただく公演、いろ

いろございます。内容の違い等につきまして

は、歳出のほうでよければ、御説明を詳しくお

願いしたいと思いますけど。（委員鈴木田幸一

君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○商工観光部次長（宮村明彦君） この部分に

つきましては、サンライフさんに置きます自動

販売機の設置使用料等でございますので、雑入

ということで市のほうに入ってくるということ

でございます。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい、わかりまし

た。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。  それとですね、もう一点。指定管理者のとこ

ろから、収入から市のほうへ納付をされるとい

うふうなところが、東陽とかあったというふう

に思います。その収入はどこにちょっと計上さ

れてるのかがちょっと読み取り切れないもんで

すから、そこ教えていただいていいですか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、ほかありませ

んか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。指定管理者と

の関連で幾つかお尋ねをしたいんですけれど

も。 

○委員長（中村和美君） 今のわかったかな、

質問。（｢はい、わかりました」「わかった、

質問はわかった」「質問はわかりました」と呼

ぶ者あり）  ３５ページに、ハーモニーホールの使用料と

いうことで上がっております。これは、指定管

理者の収入とはならないものなのかというとこ

ろでお尋ねをしたいんですが。 

 しばらく待ってください。 

○委員（幸村香代子君） 後でも構いませんの

で。 

○委員長（中村和美君） はい、宮村商工観光

部次長。 

○委員長（中村和美君） 後でもいいですか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい、商工

観光部の宮村です。よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（中村和美君） いいですか。回答が

あれば。 

○財政課長（岩本博文君） はい。 

 今、委員の御指摘の収入につきましては、市

のほうに入ってくる収入でございまして、指定

管理者には入らないということでございます。 

○委員長（中村和美君） はい、岩本財政課

長。 

○財政課長（岩本博文君） はい、財政課の岩

本でございます。 ○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、幸村委員。  雑入でですね、例えば、東陽交流センターせ

せらぎ納付金３００万というところがございま

すので、雑入で入ってきていると思います。で

すから、決算書の中にはですね、中にはという

か、表示は多分、雑入はいっぱいありますの

で、隠れてしまって見えていないかと思いま

す。 

○委員（幸村香代子君） それでは、市がまだ

直轄している部分の場所があるということなん

ですかね。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（中村和美君） 宮村商工観光部次

長。 
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○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（中村和美君） 岩本課長、もうちょ

っと何か具体的に。（委員幸村香代子君「済み

ません。雑入っていう部分のところのページを

教えていただいていいですか」と呼ぶ）（｢８

１ページ」と呼ぶ者あり）（委員幸村香代子君

「８１ページ」と呼ぶ） 

○財政課長（岩本博文君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、岩本財政課

長。 

○財政課長（岩本博文君） はい。８１ペー

ジ、決算書の８１ページの諸収入、雑入、雑

入、──節が雑入というとこですね。そこの一

番右隅に、熊本県市町村振興協会市町村交付金

というのがありまして、その中でほかっていう

ふうに書いてある、このほかの中に含まれてる

ということです。（委員幸村香代子君「はい、

わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） はい、よろしいです

か。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。 

 松永委員。 

○委員（松永純一君） はい。山田次長が財政

課長だったですので、ちょっとお尋ねしたいと

思いますが。 

 先ほど主要な施策の成果に関する調書の中の

１４ページ、ちょっと性質別の経費を説明され

ましたので、ちょっとお尋ねしたいと思います

が。この中の性質別の中で物件費ってあります

よね。平成２３年度は５５億、一般財源が４３

億ですね。２２年度は決算額が５０億、一般財

源が約４０億ですね。一般財源の残りが特定財

源ですので、これを差し引くと２２年度と２３

年度で約２億、特定財源の差があるんですよ

ね。これは、恐らく選挙が、知事選とか県議選

がたしかあったと思いますし、経済対策交付金

のきめ細かなとか、光をそそぐとか、そういう

のが特定財源として２２年度に比べてふえたと

いうようなことでいいですかね。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） 済みません。正

確にちょっと把握はしてはいないんですが、国

からのですね、交付金もありましたもんですか

ら、とりわけそういった補助金ですかね、交付

金、そういったものを充当したというようなこ

とでよろしいかと思います。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） この資料によるとです

ね、県議選が大体県から３０００万、それから

県知事が４５００万、で、センサツが６００万

ぐらい来てるんですね。ですから、これだけで

も、これが全て物件費に充てられたわけではな

いわけです。当然、人件費とかですね、補助費

等にも充てられとるわけですが。その中の一部

あるいは経済対策交付金があって、なかなか需

用費、物件費の中でできないものをこれに充て

たというふうに思って、そういうふうに解釈し

ているんですけども、今の答弁のことでしょう

ね。（｢はい」と呼ぶ者あり）はい。 

○委員長（中村和美君） はい。ほかありませ

んか。ありませんね。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） 以上で、議案第９９

号・平成２３年度八代市一般会計決算の歳入関

係についての質疑を終わります。 

 次に、昼前でございますが、次に歳出の審査

に入ります。 

 それでは、第１款・議会費についての説明を

求めて、一応説明後は休憩いたしたいと思いま

すがよろしいでしょうか。 
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（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、歳出の審

査に入ります。 

 第１款・議会費について説明を求めます。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。 

○委員長（中村和美君） 田上議会事務局長。 

○議会事務局長（田上高広君） はい。おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）議会事務局、田上です。どうかよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、平成２３年度一般会計、議会費の

決算について総括を説明させていただきます。

座りまして御説明申し上げます。 

○委員長（中村和美君） はい。 

○議会事務局長（田上高広君） 資料は、平成

２３年度における主要な施策の成果に関する調

書をごらんいただきたいと思います。 

 １４ページをお開きください。 

 歳出決算の状況でございます。（イ）目的別

の１、議会費（Ａ）の予算現額５億２９９万５

０００円に対し、支出済額は４億９６１６万４

０００円となりました。執行率は９８.６％で

ありました。前年度２２年度は執行率が９８％

でありましたので、２３年度におきましても、

おおむね予算どおり執行できたと思っておりま

す。 

 なお、参考までに平成２２年度までの過去４

年間の議会費決算額の推移を申し上げますと、

毎年３億７０００万円前後の横ばい状態で推移

いたしておりましたが、平成２３年度決算にお

きましては、２３年６月をもちまして、地方議

会議員年金制度が廃止されたことに伴い、議員

共済組合負担金１億２３３７万９２００円の増

額などによりまして、２３年度決算総額は４億

９６１６万４３５４円となり、対前年度比で１

３３.６％と大幅に増加いたしております。し

かし、この共済組合負担金の公費負担額の今後

につきましては、平成２３年度をピークとしま

して次年度以降、減少していくものと予想され

ております。 

 このように制度改正により、平成２３年度の

議会費の決算総額は大幅に増加いたしたもの

の、議会改革特別委員会及び議会運営委員会で

議員定数を初めとしまして、委員会視察旅費の

見直し、会議出席費用弁償の見直し、旅費の実

費化など議員の皆様方にかかわる経費について

も御協議いただき、積極的な経費の節減が図ら

れております。 

 また、事務事業の達成度でございますが、全

ての事務経費の効率的な配分と節減に努めなが

らも、予定しておりました事業は実施すること

ができたと思っております。そこで、２４年度

予算につきましても、２３年度決算の結果を踏

まえまして、議会運営経費の効率的かつ効果的

な予算執行に向け取り組んでいきたいと思って

おります。 

 事務局といたしましては、議会全体として執

行部とともに二元代表制のもと、多様な民意を

市政に反映させる役割、さらに、行政に対する

監視機能や政策形成機能等が低下することのな

いよう、議員の皆様方へより一層の情報提供に

努めますとともに、議会の活性化が図られます

よう努めてまいりたいと思います。 

 以上、総括といたします。 

 詳細につきましては、桑崎首席審議員兼次長

より御説明申し上げます。よろしくお願いいた

します。 

○議会事務局首席審議員兼次長（桑崎雅介君）

 はい。 

○委員長（中村和美君） 桑崎議会事務局首席

審議員兼次長。 

○議会事務局首席審議員兼次長（桑崎雅介君）

 はい。失礼いたします。こんにちは。（｢こ

んにちは」と呼ぶ者あり）議会事務局の桑崎で

ございます。よろしくお願いいたします。座り

まして説明させていただきます。 
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○委員長（中村和美君） はい、どうぞ。 

○議会事務局首席審議員兼次長（桑崎雅介君）

 それでは、お手元に配付されております平成

２３年度における主要な施策の成果に関する調

書及び土地開発基金の運用状況に関する調書の

１４ページをごらんいただきたいと思います。 

 歳出予算の状況の１項目め、第１款・議会費

でございますが、先ほど事務局長の説明部分と

重複いたしますことをお許しいただきたいと思

います。 

 予算現額５億２９９万５０００円に対しまし

て、支出済額は４億９６１６万４０００円とな

っております。執行率は９８.６％……。 

 失礼いたしました。 

○委員長（中村和美君） はい。 

○議会事務局首席審議員兼次長（桑崎雅介君）

 執行率は９８.６％で、前年度に比べまし

て、支出済額１億２４８５万円の増額でござい

ます。この増額理由の主なものといたしまし

て、先ほど事務局長の総括の中で説明がござい

ましたとおり、平成２３年度は議員年金制度が

６月に廃止されたことに伴いまして、共済費負

担金が平成２２年度よりも１億２３３７万９０

００円の増となったためでございます。 

 本年金給付につきましては、当面の間、継続

するとされておりますことから、この給付事業

を支えるための財源として、地方公共団体が公

費で負担することとなっております。なお、こ

の公費負担分につきましては、国の交付税で措

置されますことを申し添えさせていただきま

す。 

 続きまして、１５ページの主なる予算の執行

状況調をごらんいただきたいと思います。 

 まず、視察旅費でございますが、予算額６３

０万円に対しまして、決算額は５１６万７００

０円となっております。この予算額６３０万円

は、議会改革特別委員会での委員会旅費の見直

しが図られましたことを受けまして、前年度７

７８万に比べまして１４８万の減額となってお

ります。 

 決算額の内訳でございますが、国内行政視察

といたしまして、４常任委員会の支出額４３２

万円及び議会運営委員会の支出額８４万７００

０円の合計でございます。 

 なお、それぞれの委員会での予算執行残や、

都合により行政視察に参加されなかった議員さ

んもいらっしゃいましたことから、不用額１１

３万３０００円を生じております。不用額の内

訳は、常任委員会分７８万円と議会運営委員会

分３５万３０００円、合計の１１３万３０００

円となっているところでございます。 

 次に、会議録検索システム運用経費でござい

ますが、予算額１３８万５０００円に対しまし

て、決算額１３８万４０００円となっておりま

す。 

 経費の内訳でございますが、まず、本会議録

のデータ整備や保守点検業務委託に要します経

費といたしまして、年額５１万５０００円。ま

た、議会事務局に置いてございますパソコンや

情報政策課に設置してございますインターネッ

ト検索用のサーバーのソフトウエアに係るシス

テムリース料として８６万９０００円でござい

ます。 

 次に、会議録作成経費でございますが、予算

額７０１万７０００円に対しまして、決算額は

５９３万６０００円となっております。 

 内訳でございますが、まず、速記・会議録作

成業務委託４０６万３０００円でございます。

これは、速記業務から会議録作成までの業務を

一括して民間業者に委託するためのものでござ

いまして、その主な内訳といたしまして、速記

料８６.５時間分、２５４万３０００円、会議

録印刷製本費１１２万９０００円などの合計で

ございます。 

 次に、委員会記録作成業務委託の１８７万３

０００円は、常任委員会、議会運営委員会、議
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会改革特別委員会、決算審査特別委員会、全員

協議会、各派代表者会の記録作成を委託いたし

ておりましたので、その業務に要しました１２

０時間１５分分の委託料でございます。 

 第１款・議会費の質疑に入ります前に、商工

観光部の宮村次長から、午前中の一般会計決算

歳入関係の答弁に関して、発言訂正の申し出が

あっておりますので、これを許します。 

 次に、議会だより作成経費でございますが、

予算額３４２万８０００円に対しまして、決算

額３３４万７０００円となっております。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。 

○委員長（中村和美君） 商工観光部、宮村次

長。 

 議会だよりは年４回、それぞれ４万８０００

部余りを発行しておりますが、その作成に要し

た経費でございます。 

○商工観光部次長（宮村明彦君） はい。商工

観光部次長、宮村でございます。失礼いたしま

す。 

 ２３年度は、予算額が前年より４３万３００

０円増額となっております。これは、当時の広

報編集委員会で紙面の充実を図ることの決定が

ございまして、これまで１２ページの３回、１

６ページの１回となっていたものが、１６ペー

ジの４回となったためでございます。なお、不

用額８万１０００円は、入札差額によるもので

ございます。 

 午前中、幸村委員さんのほうから使用料及び

手数料につきまして、ハーモニーホールの使用

料について御質問があったところでございます

が、私、サンライフの八代について説明させて

いただきました。申しわけございませんでし

た。 

 正しくは、ハーモニーホール使用料３７万３

０００円なんですが、１階に喫茶コーナーござ

います。喫茶コーナーと厨房の施設の使用料並

びに自動販売機の施設の使用料、それからコピ

ー機が置いてありますけども、その施設の使用

料等となっております。 

 次に、政務調査費でございますが、予算額１

２２４万円に対しまして、決算額は１１８６万

８０００円となっております。 

 これは、八代市議会政務調査費の交付に関す

る条例に基づきまして、上半期、下半期の間に

あって、会派の変動がありますものの、１２会

派、３４名の議員さんに対しまして、１人当た

り年額３６万円を交付いたしております。ま

た、不用額は、３７万３０００円となっている

ところでございます。 

 おわびして訂正させていただきます。よろし

くお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） 幸村委員、よろしい

ですか。 

○委員（幸村香代子君） もしそうならば、違

う質問があったんですが。（｢また、後ほど、

じゃ」と呼ぶ者あり）  以上で、説明を終わらせていただきます。審

議方、よろしくお願いいたします。  まあ、また後ほど担当課にします。 

○委員長（中村和美君） それでは、説明が終

わりましたが、午前中の審査を終了し、しばら

く休憩いたします。 

○委員長（中村和美君） はい、お願いしま

す。 

 午前中に説明のありました第１款・議会費に

ついて質疑を行います。 （午後０時０６分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－  質疑ありませんか。ありませんか。 

（午後１時００分 開議） （｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。 

○委員長（中村和美君） それでは、第１款・

議会費についての質疑を終わります。 
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 次に、第２款・総務費、第１０款・災害復旧

費中、総務部関係分、第１１款・公債費、第１

２款・諸支出金中、総務部関係分及び第１３款

・予備費について一括して説明を求めます。 

 しかし、単年度の財政分析では扶助費や物件

費などの経常的経費が増加しまして、財政構造

の硬直化が進んでおります。市税や地方交付税

等の経常的な一般財源収入は、景気の好不況な

ど外的要因に左右されまして、自己調整能力に

乏しい部分がございます。 

○総務部長（木本博明君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） 木本総務部長。 

○総務部長（木本博明君） はい。改めまし

て、こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）座って説明させていただきます。 

 また、扶助費などは経常的経費の面において

縮減しがたいものがありますので、今後も財政

運営の健全化を図るため、委託料や需用費など

の増加している経費について、さらに抑制する

必要がございます。 

 まず、総務部のほうでですね、平成２３年度

事業での総務部関係の主な事業について述べさ

せていただきます。  契約検査関係では、平成２３年度は、制限つ

き一般競争入札の本格導入、それから長期継続

契約制度の活用、市内業者を優先した入札の実

施、元請業者に対する市内業者への下請発注の

要請など、入札及び契約事務の適正な実施に努

めまして、それぞれある程度の効果、成果が得

られました。 

 まず、人財育成課関係では、行財政改革の大

きな柱の一つと位置づけられております職員数

の適正化に引き続き取り組みまして、平成２３

年度当初から１５名削減し、平成２４年４月１

日現在では職員数が１１１４名となり、アクシ

ョンプランの目標であります平成２７年の４月

に１０８０名、この達成まであと３４名の削減

で、今後も計画的に進めていく必要がございま

す。 

 今後とも、より透明性、公平性、競争性の高

い入札契約制度を追求するとともに、市内業者

の受注機会の確保に配慮するという基本的な考

え方に基づきまして、対応してまいりたいと考

えております。 

 また、この職員数の減少が市民サービスの低

下につながらないよう、職員の意識改革、意識

啓発、それから能力開発に取り組む必要があ

り、昨年、平成２３年６月に定めました人財育

成基本方針に基づきまして、職員研修の充実な

ど人材育成のための環境づくりを進めてまいり

ます。 

 税関係におきましては、市民税課で、熊本県

と県内全市町村の重点目標でございます納税者

の負担軽減を図るため、特別徴収対象事業所の

完全指定に向けまして、広報紙、ホームページ

等での周知、関係団体への協力依頼、当該事業

所への指定予告通知を送付するなどの取り組み

を行いました。 

 また、職員の健康管理の面では、近年メンタ

ルヘルスへの取り組みが重要となってきており

まして、予防や早期発見、復職支援などの対策

充実に取り組みましたが、今後もさらに進めて

まいりたいと考えております。 

 また、資産税課関係では、３年ごとの評価が

えの年となる本年度でございますが、平成２４

年度課税に向けまして、平成２３年度は課税客

体を正確かつ効率的に把握するために、市内全

域の航空写真の整備を実施いたしました。 

 それから、財政関係では、平成２３年度は実

質的な財政収支である実質収支は黒字で、ま

た、貯金としての基金残高をふやしまして、借

金である地方債残高は減らしましたので、長期

的な財政収支の均衡は保持されました。 

 それから、納税課関係では、これは午前中で

も質疑の中でございましたが、２３年度も収納

率は前年度を上回りまして、平成２１年度以
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降、収納率の上昇が続きまして、県内では上位

の位置に位置しております。昨今の経済状況の

停滞化が長期化して、今後さらに悪化するとな

れば、またこの収納率への影響も懸念されると

ころではございます。 

 まず、秘書課が所管をいたしております北海

市の交流事業でございますが、平成２２年度の

事業仕分けにおきまして、市民協働による経済

交流を目指すべきだというふうな御意見を踏ま

えまして、平成２３年度は経済人を主体とした

経済交流視察団１５名を派遣をいたしました。  税関係におきましては、今後とも限られた人

員で、公平公正な課税の推進及び自主財源の確

保に向け、業務の効率化、職員の資質向上に努

めてまいりたいと考えております。 

 視察団は、北海市の日系企業や工業団地、南

寧市のイグサの状況、上海のクルーズ客船会社

などを視察訪問いたしました。躍進を続けます

中国、ＡＳＥＡＮ地域をターゲットに、戦略的

な経済活動につなげるため、１５年間交流を続

けてまいりました北海市との交流をさらに強化

し、アジア地域への足がかりとするために大変

有効な交流活動であったというふうに考えてお

ります。 

 それから、市民課のほうでは、新規業務とい

たしまして、熊本県の権限移譲による旅券発

行、──パスポートでございますが、――の事

務事業を平成２４年２月１日から開始いたしま

した。 

 開始までの準備といたしまして、担当嘱託職

員の採用、県主催の関係研修会への参加、ま

た、業務開始直前には、八代地域振興局に出向

いての実務の研修を行うなど、万全の態勢で臨

みましたことから円滑にスタートし、２月は２

２０件、３月は１９６件、合計４１６件のパス

ポート申請が行われました。 

 その結果、本年１０月２０日に行われます全

国花火競技大会を目的に、外港に寄港いたしま

すコスタ・ビクトリア号の誘致につながったの

ではないかというふうに考えております。 

 北海市からは、中華文化促進会代表団１３名

と新聞報道代表団６名を受け入れております。

本年度も港湾関係視察団を受け入れる予定でご

ざいましたが、尖閣諸島問題に端を発しました

日中領土問題の関係で視察が中止になりまし

た。また、１２月から、本市から中学生を交流

派遣する予定でございましたが、現状では安全

な視察が行われるかどうか確定できないという

ようなことで、残念ながら中止を決定いたした

ところでございます。 

 今後も戸籍法、住民基本台帳法、条例等に基

づき、適正な総合窓口の運営に努めてまいりた

いと考えております。 

 以上が、平成２３年度総務部関係事業の総括

とさせていただきます。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、永原企画戦略

部長。 

○企画戦略部長（永原辰秋君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）企画戦

略部の永原でございます。 

 このほか、多文化共生を広げるため、スリラ

ンカ人の落語家、にしゃんたさんの講演会、あ

るいは市内在住外国人の日本語教室、世界の料

理教室など地域国際化推進事業などにも積極的

に取り組んでおるところでございます。 

 総務費のうち企画戦略部所管の事務事業決算

につきまして、私なりの評価、それから今後の

課題、あるいは取り組みなどにつきまして、申

し述べさせていただきたいというふうに思いま

す。失礼いたしまして、座らしていただいて、

お話をさせていただきます。 

 次に、行政改革課所管の事業についてでござ

いますが、行政改革課は、行政改革大綱の趣旨

に沿って、いかに事務事業の改革が進んでいる

かの進行管理と、改革を推し進めるための調整
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など内部事務が主な事務でございますが、平成

２３年度も市民目線で事務事業を評価していた

だき、その御意見を事務事業の改善改革につな

げていく市民事業仕分けを実施をいたしまし

た。その結果、不要廃止６、規模拡充７、現行

どおり１５、民間委託拡大・市民協働化が５、

要改善４２との仕分け結果をいただき、平成２

４年度の予算編成に活用いたしました。 

 本年度は、市民事業仕分けでの経験を生か

し、行政評価システム、事務事業評価制度を導

入いたしまして、まず我々行政内部が事務事業

を評価し、その評価結果を市民目線で評価して

いただく外部評価委員会を設置し、外部評価を

実施をする予定でございます。今後は、この評

価結果を決算審査や予算編成に反映をしていく

予定でございます。本年度の決算審査にも、内

部評価票を資料として添付をいたしております

ので、決算審査の参考として御活用をいただけ

れば幸いでございます。 

 次に、広報広聴課の事業でございますが、広

報広聴課が所管します主な事業といたしまし

て、エフエムやつしろ放送事業と広報紙発行事

業がございます。 

 エフエムやつしろは、平成９年１０月１日の

開局以来、ことしで１５周年を迎えました。市

内各地からの中継やたくさんの市民のゲスト出

演など、市民に愛され、地域に密着した放送局

として知名度と注目度を高めております。 

 ことしの１０月１日からは、インターネット

でエフエムやつしろの放送が聞けるサイマルラ

ジオの放送を開始をいたしました。これまでラ

ジオ放送を聞けなかった山間地でも、インター

ネットを通して放送が聞けるようになるととも

に、非常時における情報発信などに大きな役割

を果たすものと期待がされております。 

 市では、開局以来、平日の午前１０時から１

０分間、市職員が局のパーソナリティーとの会

話形式でのさまざまな情報を市民にお知らせす

る市役所だより・やつしろインフォメーション

の番組を続けております。今後も市民への広報

のツールとして、継続してまいりたいと考えて

おります。 

 また、広報紙の発行事業でございますが、テ

レビやラジオに比べまして、読み返しができる

などの利点があるため、紙媒体による広報ニー

ズは、高齢者層を中心に依然として高い状況に

ございます。まちづくりをスムーズに進めてい

くためには、行政と市民との情報の共有化が大

切だというふうに考えます。さまざまな情報を

よりわかりやすく市民にお伝えするよう、工夫

をしていきたいと考えております。 

 情報の不足分につきましては、校区単位で発

行いたしております公民館だよりや支所だより

と連携をし、掲載をするようにしておりまし

て、即時性に欠ける面を補うために、市のホー

ムページに素早く掲載したり、ケーブルテレビ

自主番組での放送、また、新聞やテレビで取り

扱ってもらえるよう、各種報道機関への情報の

投げ込み等を心がけているところでございま

す。 

 広報紙では、広告事業にも取り組んでおりま

して、平成２３年度はホームページのバナー広

告と合わせまして、約６０４万円等の収入を得

ております。事業費の約２割ではございます

が、特定財源の確保につながっておるというふ

うに考えております。 

 広報は、ホームページやケーブルテレビ、マ

スメディアなどさまざまなツールがございます

が、このようなツールを使い、効果的な広報に

努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 次に、情報政策課の事業でございます。 

 さまざまな行政情報の処理を行い、より効率

的な行政運営を図るための基礎的基盤として、

電算システムの運用管理や法改正等に伴うシス

テム更新などに努めております。 
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 平成２３年度は、法改正に伴い、外国人住民

基本台帳の導入を控え、住民票や税、その他関

係システムの改修や介護報酬改定に伴う介護保

険システムの改修を行いました。また、システ

ムの老朽化に伴い、内部情報システム及び福祉

総合システムの更新を行ったところでございま

す。 

 さらに、本庁と支所や各出先機関を結ぶ地域

イントラネットの機器、回線、ＩＳＰの見直し

を行っております。 

 一方、平成２３年７月２４日に実施されまし

た地上デジタル放送への完全移行に伴い、国や

デジサポの地デジ化事業に協力し、また、難視

聴地区の共同受信施設の地デジ化改修の補助事

業も行いました。 

 そのほか、携帯電話不感地区解消を目指し

て、携帯電話事業者との協議や現地調査なども

行っており、今後も携帯電話が使えるようにす

るために、関係事業者と粘り強く交渉を進めて

まいりたいというふうに思います。 

 次に、企画政策課の事業でございますが、ま

ず、交通政策関連でございますが、新幹線建設

負担金につきましては、ほぼ費用負担が終了い

たしました。これまで多額の費用負担をしてお

りますので、今後は開業効果を引き出すための

さまざまな事業を関係部署と連携しながら進め

ていかなければなりません。また、昨年から新

八代駅を拠点とした横軸の連携強化のため、天

草地域や人吉・球磨・宮崎地域とのいわゆる横

軸についての情報交換を行っているところでご

ざいます。 

 肥薩おれんじ鉄道につきましては、沿線の人

口減少、少子高齢化に伴い、非常に苦しい経営

状況が続いております。おれんじ鉄道の安定的

な運行を図るためには、沿線自治体による経営

支援の一環として、平成２２年度から鉄道基盤

の設備維持に係る費用について補助を行ってお

ります。会社としても、鉄道の利用促進及び売

り上げの向上を図るため、関係団体との連携し

たイベントの実施や営業活動、また来年３月に

は、観光列車、おれんじ食堂を運行するなど、

収益増加に向けて取り組んでおります。今後と

も、県を初め、沿線自治体が一体となって地域

の魅力を発信し、鉄道の利用促進と地域活性化

につなげてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 地方バス運行等特別対策補助金と乗り合いタ

クシー運行事業でございますが、バス路線再編

後、バスの利用者数は約２万人増加し、補助金

は６９００万削減ができました。乗り合いタク

シーの運行経費を除いても、４７００万円の削

減効果を出すことができました。ただ、乗り継

ぎの問題や便数の減少、また、乗り合いタクシ

ーにつきましては、予約制の面倒さなど苦情も

寄せられております。市民の声をお聞きしなが

ら、改善すべき点は順次改善して、市民サービ

スを充実させてまいりたいというふうに考えて

おります。 

 八代市総合計画につきましては、前期基本計

画が今年度で終了するに当たりまして、平成２

５年度からの５年間を見据えた後期基本計画を

今年度中に策定するため、昨年度は市民アンケ

ート、職員意識調査などの基礎調査を実施をい

たしました。その中で、本市の現状に関する市

民の皆さんの厳しい御意見や評価をいただいて

おり、今後の市政に関する課題も浮き彫りにな

ってきております。現在、素案作成のための庁

内組織を立ち上げ、前期基本計画を総括し、課

題と今後の方向性について検討を行っていると

ころでございます。 

 市民の皆さんのニーズを十分にすくい上げ、

「やすらぎと活力にみちた魅力かがやく元気都

市“やつしろ”」の実現に向けまして、今年度

から実施しております評価システムとも連動さ

せ、実効性の高い計画づくりを行ってまいりま

す。 
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 定住促進事業の一環として実施をしておりま

す結婚活動支援事業でございますが、おかげさ

まで参加者も大変多く、これまでに結婚された

方もいらっしゃいますし、また、おつき合いを

されてるって方々もいらっしゃるというふうに

聞いております。本年度も実施をしております

ので、その成果も検証し、今後の方向性を決め

たいというふうに考えております。 

 最後に、荒瀬ダムについてでございますが、

市での特段な予算はつけておりませんので、決

算との関連性はございませんが、９月１日で工

事が開始されましたのは大きな節目と考えてお

ります。残された地域課題の解決と安心・安全

な工事の実施に向けて、地域対策協議会を通じ

て協議をしてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 近年、市民のニーズは多岐にわたりまして、

単体の事業としては行政課題を解決できないも

のが大変多くなってきております。企画戦略部

は、所管します事務事業の効率的効果の遂行は

もちろんでございますが、各部が所管します事

務事業につきましても、戦略的に企画提案し、

横断的に連携し、事業実施できますように、全

庁的に情報や課題を共有する調整機能も果たし

てまいりたいというふうに考えております。 

 どうぞ議員各位におかれましても、御指導、

御鞭撻をよろしくお願いをいたします。 

 以上でございます。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい。 

○委員長（中村和美君） 坂本市民協働部長。 

○市民協働部長（坂本正治君） はい。それで

は、市民協働部でございます。第２款・総務費

のうち、市民協働部が所管をいたします３つの

課の事業につきまして、総括をさせていただき

たいと思います。座って説明させていただきま

す。 

 まず、市民協働部におきましては、昨年度に

引き続きまして、全ての事務事業につきまし

て、部としての評価を行おうということで、部

内に評価委員会を設けまして、２３年度の６２

の事業につきまして執行状況の点検と評価を行

ったところでございます。 

 その結果、２３年度の各事業の執行状況とい

たしましては、おおむね８割以上の事業におい

て、それぞれ課題は残るものの、おおむね順調

に計画通り実施ができたとの評価を行ったとこ

ろでございます。こうした評価結果をもとに、

課ごとに総括をさせていただきたいと思いま

す。 

 それではまず、市民活動支援課の所管分でご

ざいますが、決算額から見ますと市政協力員関

係経費が大きなウエートを占めております。非

常勤の特別職であります市政協力員制度につき

ましては、近い将来住民自治によるまちづくり

が進むにつれまして、その必要性を含めまして

職務内容や役割など、制度のあり方そのものに

ついて論議をすべき時期が来ると考えておりま

す。 

 次に、消費者行政の取り組みでございます

が、消費生活相談窓口の充実や講演会等の開催

による啓発活動に努めました。特に、複雑化す

る相談事案への対応につきましては、相談窓口

と担当部署の連携が不可欠でありまして、その

強化を図るよう、指示をいたしているところで

ございます。 

 また、協働によるまちづくりへの取り組みで

ございますが、決算上は、総務費のうち企画費

の中に含まれておりまして、市民協働部にとり

ましては重要課題の一つでありまして、２３年

度から本格的な取り組みを始めたところでござ

います。２３年度は、新たな住民自治組織の設

置を目指しまして、５つの校区におきまして準

備委員会を立ち上げ、地域協議会の設立に向け

て協議を行ったところでございます。 

 今後、２７年度までには、市内全校区で協議

会の設立を目指すことにしておりますが、こう
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した取り組みは、住民自治によるまちづくりを

進める上での土台づくりとなるものでございま

して、住民と行政の役割を明確にした上で、新

たな協働関係を築いていこうと考えておりま

す。 

 次に、防災安全課が所管いたします交通防犯

対策費でございますが、各町内への防犯灯設置

補助金や交通安全推進事業のほか、市営駐車場

の管理運営などの事業がございます。特に、防

犯灯設置補助金につきましては、毎年多くの町

内から設置要望が寄せられておりまして、電気

料などの維持管理は地元に御負担をお願いする

ことになりますので、今後は省エネを考えまし

たＬＥＤ電灯への切りかえ補助、あるいは補助

基準の見直し等も必要であろうというふうに考

えております。 

 次に、人権政策課が所管をいたします人権啓

発費でございますが、人権啓発や人権教育のた

めの推進事業につきましては、その拠点となり

ます人権啓発センターを、２３年の４月から千

丁支所内に開設をしたところでございます。今

後、事業の推進に当たりましては、拠点施設と

しての役割や機能を発揮できるよう、ハード、

ソフト両面にわたりまして充実を図ってまいり

たいと考えております。また、人権教育や啓発

活動につきましては、特に、参加者の固定化や

実施手法のマンネリ化を解消するような工夫や

取り組みを行うよう、指示をいたしているとこ

ろでございます。 

 また、青少年健全育成事業におきましては、

おおむね達成できたとの部内評価といたしまし

たが、今後は住民自治との関連性など、地域と

の協働による取り組みにつなげてまいりたいと

考えておるところでございます。 

 次に、男女共同参画推進事業におきまして

は、依然として目標指数をクリアできない結果

となりましたので、部内評価におきましても、

余りできなかったとの評価を行いました。今後

は、関係団体等の連携や事業の周知広報など、

特に積極的に取り組むよう指示をいたしたとこ

ろでございます。 

 以上が、総務費のうち市民協働部が所管する

事業でございますが、いずれも市民生活に直接

関係の深い分野でございまして、あらゆる分野

におきまして市民と行政の協働が求められ、新

しい行政のスタイルをつくり上げていく必要が

あろうと考えております。 

 今後とも、それぞれの事業効果につきまして

は、常に内部評価を行いながら、進捗状況や方

向性を検証することはもちろんですが、事業そ

のものの必要性や手法についても、創意工夫を

行いながら取り組みたいと考えております。 

 以上、総務費の総括とさせていただきたいと

思います。 

○委員長（中村和美君） はい、ありがとうご

ざいました。 

○総務部次長（山田 忍君） 委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務部次

長の山田でございます。よろしくお願いいたし

ます。それでは、座らせていただきまして説明

をいたします。 

 それでは、歳出のうち、総務費、それから災

害復旧費、公債費、諸支出金及び予備費につき

まして、こちらの平成２３年度主要な施策の成

果に関する調書などを用いまして説明をいたし

ます。 

 それではまず、１４ページです。１４ページ

をお願いいたします。 

 まず、歳出決算の状況でございますけども、

款の総務費です。総務費の支出済額は上のほう

の（イ）ですね、目的別の表で、中央の支出済

額、（Ｂ）の列２段目、４６億３２２５万４０

００円で、右のほうになりますけども、執行率
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は９７.８％、歳出総額に対する構成比は８.７

％でございまして、前年度と比較して約６億７

００万円、１１.６％の減となっております。 

 これは、前年度に、八代東高校第３グラウン

ドの用地購入費があったことや退職手当の減な

どによるものでございます。 

 次に、同表の下のほうですけども、款の１０

です。災害復旧費の支出済額は１億８８０２万

７０００円で、執行率８７.０％でございまし

て、歳出総額に対する構成比は０.３％、前年

度と比較して約６９００万、５７.９％の増と

なっております。 

 その下の款の１１です。公債費の支出済額は

６７億６７０４万８０００円で、執行率９９.

４％でございまして、歳出総額に対する構成比

は１２.７％、前年度と比較して約１２００万

円、０.２％の減となっております。 

 次に、その下の款の１２です。諸支出金の支

出済額は６億２４４１万５０００円で、執行率

９９.６％でございまして、歳出総額に対する

構成比は１.２％、前年度と比較しまして約２

億８５００万円、８４.１％の増となっており

ます。これは、本年度、市有施設整備基金への

元金積み立ての額を増額したことによるもので

ございます。 

 その下の款の１３・予備費につきましては、

当初予算１０００万円から、６３０万３０００

円をほかに充用しておりますので、残額が３６

９万７０００円となっております。 

 それでは、個々の歳出の決算について順次説

明をいたします。 

 １６ページをお願いします。 

 款の２・総務費の主な事業について説明いた

します。 

 本年度は、この表の右端に事務事業評価票の

欄を設け、件名、事業名が事務事業評価票の何

番にですね、──この表ですけども、この事務

事業評価票の何番に該当するかを表示しており

ます。 

 例えば、最初の北海市交流事業は、事務事業

評価票の１番の欄に記載をしてあります。な

お、事務事業評価は２４年度の予算編成時の重

点事業を中心に絞りました関係で、評価欄が空

欄の例も多数あります。また、件名、事業名に

よっては、その一部分についての事務事業評価

票となっておりますので御容赦ください。 

 それではまず、北海市交流事業でございます

が、本市から経済交流視察団１５名の派遣を実

施いたしましたほか、北海市から中華文化促進

会代表団、新聞報道代表団の受け入れ事業を実

施しました。それらの派遣経費及び歓迎会等に

係る経費でございます。 

 次の自治総合センターコミュニティ助成事業

助成金でございますが、地域日本語支援やつし

ろクラブが実施します日本語教室やクリスマス

交流会などの事業に対し助成したもので、特定

財源として同助成金が同額交付されておりま

す。 

 次の市民事業仕分け実施事業でございます

が、市民の視点での評価、見直しや予算の効率

的、効果的な活用を主目的として、平成２２年

度から始めたものでございまして、市民による

市事業の見直しには、公募者も含めた３５名の

市民委員を５班に分け、それぞれ５回の委員会

を行い、７５事業の検証を実施しました。これ

ら委員会への出席謝礼などでございます。 

 次に、市政協力員関係経費は、市政協力員３

７９人の報酬などでございます。 

 次の消費者行政事業は、市消費生活センター

の消費生活相談員の報酬などでございます。週

５日の常時２名による相談体制の確立や弁護士

相談の月２回への拡充などを図りました。特定

財源は、県の消費者行政活性化事業補助金と平

成２２年度創設しました住民生活に光をそそぐ

基金の繰入金でございます。 

 次に、１７ページをお願いします。 
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 職員研修経費でございますが、平成２２年度

から始めました五家荘自然塾での管理者研修や

市町村職員中央研修所への派遣研修などに伴う

講師謝礼、派遣経費などでございます。特定財

源は、市町村職員中央研修所へ派遣した分に対

する県市町村振興協会からの研修助成金でござ

います。なお、不用額１４１万７０００円は、

外部講師による研修を内部講師により実施した

ことによる講師謝礼及び旅費の残などでござい

ます。 

 次の職員健康診断委託は、労働安全衛生法で

義務づけられた健康診断などの実施経費でござ

います。県市町村職員共済組合の人間ドック受

診者が当初見込みよりも増加したため、市の定

期健康診断の受診者が減少したことなどによ

り、８０万９０００円の不用額が発生しまし

た。特定財源は、乳がん、子宮がん及び腹部超

音波受診の受診者からの個人負担金でございま

す。 

 次に、エフエムやつしろ放送事業は、エフエ

ムやつしろの放送番組、市役所だより・八代イ

ンフォメーションの放送料でございまして、ま

た、広報紙発行事業は、市内の全世帯に配布す

る広報やつしろの印刷、発行に要した経費でご

ざいます。特定財源は、広報紙の広告料収入で

ございます。 

 次の複合機・プリンタ統合事業は、庁舎内の

コピー機とプリンターの統合機である複合機

と、それから、プリンターの一括調達を進める

もので、事務経費の削減に努めております。 

 次に、１８ページをお願いいたします。 

 会計事務経費は、ＯＣＲ──光学式文字読み

取り装置の入力作業を指定金融機関に委託する

経費などでございます。 

 次に、市庁舎施設整備事業は、生涯学習課等

の千丁支所庁舎内への移転を受けてのプレハブ

の建物解体工事や平成２２年度県から購入しま

した本庁舎北側敷地の駐車場としての整備工事

費などでございます。 

 次に、八代ブランド戦略関係経費は、八代ブ

ランドの浸透や認知度向上のため、首都圏にお

けるアンテナショップの設置、物産振興の方策

の検討などや大型ビジョンによる八代市コマー

シャルの放映を広島、福岡、熊本で行ったもの

でございます。 

 次に、地域審議会関係経費は、各地域審議会

の開催に伴う委員６７名の報酬などでございま

す。 

 次に、１９ページをお願いします。 

 八代広域行政事務組合負担金は、事務局の職

員給与費や運営費に係る本市負担分でございま

す。 

 次の肥薩おれんじ鉄道運行支援対策事業補助

金は、肥薩おれんじ鉄道株式会社に対し、鉄道

を安定的に運行させるため、鉄道基盤の設備維

持に係る費用について、平成１４年の覚書に基

づく負担割合によって補助を行ったものでござ

います。 

 次の八代市総合計画後期基本計画策定業務

は、後期基本計画策定に係る市民意識調査など

の基礎調査費でございます。 

 次の八代市結婚活動支援事業は、未婚者の婚

活を支援するやつしろｄｅ愛プロジェクトの委

託費でございます。特定財源は、県の地域子育

て創生事業補助金でございます。 

 次の地域総合整備資金貸付事業（繰越分）

は、住宅型有料老人ホーム、グットライフ夕葉

町の建設資金の一部を、医療法人明朋会へ無利

子で貸し付けたものでございます。特定財源

は、地方債全額でございます。 

 次の電算システム関係経費は、財務会計、休

暇管理など内部情報システムの更新や本年７月

の開始に間に合わせるため、外国人住民基本台

帳制度への対応などを実施したものでございま

す。なお、不用額１０９６万９０００円は、更

新した機器のリース入札の残が主なものでござ
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います。 

 次に、２０ページをお願いします。 

 八代地域イントラネット運用経費は、八代市

と氷川町の公共施設を光ファイバーで結び、行

政サービスや地域情報の発信などを行うもの

で、特定財源は、氷川町の負担分などでござい

ます。 

 次の朴ノ木地区辺地共聴施設整備補助金（繰

越分）は、朴ノ木地区のテレビ共同受信施設の

地デジ化改修への補助金でございます。特定財

源は、国の地域情報通信基盤整備事業補助金で

ございます。 

 次の地方バス運行等特別対策補助金は、バス

再編後の平成２２年１０月から２３年９月まで

を対象期間とするもので、国庫補助対象路線

は、補助の市町村をまたがってアクセスする路

線に対する補助でございます。特定財源は、県

の生活交通維持・活性化総合交付金でございま

す。 

 次の乗合タクシー運行事業は、平成２２年１

０月から坂本・東陽・泉地域で運行開始したも

のでございますが、乗り合いタクシーの運行委

託費が主なものでございます。また、不用額３

０２万６０００円は、運行委託費の入札残など

でございます。なお、これらのバス運行と乗り

合いタクシーの見直しにより、約４７００万円

の経費削減となりました。 

 次の防犯灯設置補助金は、安全・安心なまち

づくりを推進するため、各町内会を補助するも

ので、特定財源は、国の社会資本整備総合交付

金でございます。 

 次の交通安全教育経費は、交通教室用自転車

用反射材及びＬＥＤライトの購入経費などでご

ざいます。特定財源は、次の防犯パトロール用

経費と同じく、安全安心まちづくり基金の繰入

金でございます。 

 次に、２１ページをお願いいたします。 

 人権同和政策事業は、小中高校入学支度金、

高校奨学金等給付事業などでございまして、特

定財源は、県の地域改善対策就学資金市町村返

還事務手数料でございます。 

 次に、人権センター事業は、平成２３年４月

に千丁支所庁舎内に開所しました人権啓発セン

ターの相談員２人の報酬などの経費でございま

す。 

 次に、青少年健全育成事業でございますが、

青少年指導では、中央補導、校区補導の延べ１

６４６人で街頭指導を行いました。 

 次の男女共同参画推進事業は、本年１月２９

日に開催しました、いっそＤＥフェスタ２０１

２の市男女共同参画社会づくりネットワークに

対する企画運営業務委託費などでございます。 

 次に、２２ページをお願いします。 

 人権啓発活動再委託事業では、障害者に対す

る正しい知識を啓発するためのチラシ、ポスタ

ーを作成しました。特定財源は、県の人権啓発

活動再委託事業委託金でございます。 

 次の国県支出金等返還金でございますが、内

訳になりますが、１２０８万５０００円が、平

成２２年の国土交通省所管分の会計検査院の実

地検査結果による不適正な事務処理に伴う国庫

支出金の返還金等８２５万４０００円と、それ

に伴う加算金３８３万１０００円でございま

す。特定財源は、加算金に対する職員協力金で

ございます。これにつきましては、今後とも全

職員、適正な事務処理に努めていきたいと思い

ます。 

 次に、固定資産評価事務は、公図などをもと

に作成した土地の課税資料となる地番現況図等

の作成業務委託費が主なものでございます。 

 次に、滞納整理事務経費は、市税の滞納整理

に伴う、銀行等に依頼する預貯金調査のための

手数料が主なものでございます。不用額８０万

６０００円は、預貯金の調査件数が少なかった

ことなどによるものです。 

 次に、旅券発行事務事業でございますが、平
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成２４年２月からの県の権限移譲に伴う、本市

で旅券の申請受け付け及び交付ができるように

なりました。それに伴う嘱託職員１名の賃金や

備品購入費などでございます。特定財源は、県

の権限移譲事務市町村交付金でございます。 

 次に、９６ページ、９７ページをお願いしま

す。 

 同項、目２・文書広報費、節は２８ですね、

中ほどにあります、２８・繰出金です。１２１

５万４０００円の不用額が生じました。これ

は、ケーブルテレビ事業特別会計の施設修繕費

の不用額や機器等保守点検委託費の入札残など

により、繰出金が少なくて済んだことによるも

のでございます。 

 次は、２３ページをお願いいたします。 

 熊本県議会議員一般選挙、熊本県知事選挙で

ございますが、いずれも特定財源としまして、

県の選挙委託金があります。国の事業仕分けの

影響もあり、県の委託金が削減されたことに伴

い、事務費の削減を行ったことなどにより、多

額の不用額が発生しております。 

 続きまして、主な予算流用を説明をいたしま

す。 

 決算書の９８ページ、９８ページ、９９ペー

ジをお願いいたします。  次の経済センサス活動調査は、調査員の報酬

が主なものでございます。経済センサス活動調

査は、事業所、企業の経済活動の状況を明らか

にするもので、平成２４年２月１日を基準日と

し、新たに始まった統計でございます。特定財

源は、県の経済センサス委託金でございます。 

 これは、款の２・総務費、項の１・総務管理

費です。この目は、目４・財産管理費です。節

の１１・需用費及び節の２７・公課費から、節

の２２ですね、節の２２・補償、補塡及び賠償

金へ１０３万４０００円を流用いたしておりま

すが、これは、高額の損害賠償金が発生したこ

とにより、予算額に不足が生じ、流用したもの

でございます。 

 以上、総務費の主要な施策の説明でございま

す。 

 次に、主要施策で記載以外の主な不用額を、

一般会計歳入歳出決算書に基づきまして説明い

たします。 

 次に、決算書の１１２、１１３ページをお願

いします。１１２、１１３ページです。 

 ９４、９５ページですね、９４、９５ページ

をお願いします。 

 同款、総務費ですね、項の４・選挙費、目３

・県知事選挙費、節３・職員手当等から、１１

４、１１５ページの同目、節１８・備品購入費

へ１２１万円を流用いたしておりますが、これ

は、車椅子利用者用投票記載台などの備品が急

遽必要となったことなどにより、予算額に不足

が生じたため、流用いたしたものでございま

す。 

 款の２・総務費、項の１・総務管理費、上の

ほうですけども、目１・一般管理費、一番上の

欄になりますが、節７・賃金で６１８万４００

０円の不用額を生じましたが、これは当初予定

しておりました臨時職員の雇用人数より、実際

の雇用した人数が少なかったことによるもので

ございます。  なお、大きな予算流用は、この２件でござい

ました。  また、同項、同目、節では１９です、――１

９・負担金補助及び交付金で９３１万９０００

円の不用額が生じましたが、これは県からの派

遣職員に対する負担金で、当初予定の人数より

少なくなったことなどによるものでございま

す。 

 引き続きまして、款の１０・災害復旧費の関

係分を説明をいたします。 

 平成２３年度における主要な施策の成果に関

する調書のほうの９０ページです。９０ページ

をお願いいたします。 
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 ３番目にありますが、その他公共・公用施設

災害復旧事業ですが、平成２３年８月の集中豪

雨で崩壊しました東陽町の栗林団地のり面の復

旧工事を実施したものでございます。 

 以上、災害復旧費の関係分の説明でございま

す。なお、関係の災害復旧費では、予算流用は

ございませんでした。 

 次に、９１ページです。この調書の９１ペー

ジをお願いいたします。 

 款の１１・公債費を説明いたします。 

 まず、元金でございますが、これは歳入の市

債のほうで、国の財政融資や民間金融機関など

から借り入れました長期債の償還の元金でござ

います。 

 次の利子は、同様に国や民間金融機関などか

ら借り入れました長期債の償還利子に加え、平

成２１年・２２年度に、借り入れ先が国や民間

金融機関等でなく、市民から資金を調達しまし

た市場公募債で、市民に支払う利子――市場公

募債利子でございます。 

 なお、予算編成時に想定しました借り入れ利

率より、平成２２年度の実際の借り入れ利率が

少なかったことや次年度への繰り越し事業とな

り、借り入れ時期がずれ込み、実際借り入れま

した市債の額が見込みより少なくなったことに

より、不用額が３８５１万６０００円となりま

した。いずれも特定財源は、県の新幹線沿線道

路整備事業費補助金と公営住宅使用料、地域総

合整備資金貸付金元金収入、災害援護資金貸付

金元利収入などでございます。 

 以上、公債費の主要な施策の説明でございま

す。なお、公債費では予算の流用はございませ

んでした。 

 続きまして、最後ですね、９２ページをお願

いいたします。 

 款の１２・諸支出金でございます。 

 まず、財政調整基金費は、年度間の財源の調

整を行い、将来にわたる市財政の健全な運営に

資するための基金で、その基金の運用から発生

しました利子を特定財源として積み立てたもの

でございます。 

 また、土地開発基金費は、公共用に使用する

土地などをあらかじめ取得することにより、事

業の円滑な執行を図るための基金で、その基金

の運用から発生しました利子を特定財源として

積み立てたものでございます。 

 次の市有施設整備基金費は、市有施設の整備

に要する経費の財源に充てるための基金で、環

境センター建設などに備えるため、歳計剰余金

の一部６億円を積み立てたものや、その基金の

運用から発生しました利子を特定財源として積

み立てたものでございます。 

 次の減債基金費は、市債の償還に必要な財源

を確保し、将来にわたる市財政の健全な運営に

資するための基金で、平成２１年・２２年度発

行の市場公募債を５年後に一括償還する必要が

ありますことから、３０分の１を積み立てると

のルールによりまして積み立てを行ったもの

や、その基金の運用から発生しました利子を特

定財源として積み立てたものでございます。い

ずれも、予算編成時に想定しました利子よりも

実際の利子が少なかったため、不用額が発生い

たしました。 

 次のふるさと八代元気づくり応援基金費は、

八代を応援したいという個人から寄せられた、

ふるさと納税制度による寄附金を財源に、元気

なまちづくり事業を推進するための基金で、県

を通じて寄せられた寄附金と市に直接寄せられ

た寄附金を特定財源として積み立てたものが主

なものでございます。 

 以上、諸支出金関係分の主要な施策の説明で

ございます。 

 次に、この決算書ですね、一般会計歳入歳出

決算書に基づきまして、予算流用を説明いたし

ます。 

 決算書は、済みません、２６０ページと２６
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１ページです。 

 款の１２です、諸支出金、項の１・基金費、

目１・財政調整基金費、節２５・積立金から、

同款、同項、目５です、ふるさと八代元気づく

り応援基金費、節２５・積立金へ２１万９００

０円を流用いたしております。これは、寄附金

額が見込み額より上回ったことにより予算額に

不足が生じ、流用いたしたものでございます。 

 最後に、今使っていただいております決算書

に基づきまして、款の１３・予備費を説明いた

します。 

 決算書の今度は２６２ページ、２６３ページ

をお願いします。 

 予備費の充用を行った先は、まず、款の３・

民生費、項の４、目１・災害救助費です。平成

２３年３月発生の東日本大震災への人的支援と

して派遣した職員の派遣旅費や時間外手当など

の経費に４９６万７０００円充用したものでご

ざいます。 

 また、款７・土木費、項６・住宅費、目１・

住宅管理費の郷開団地電気事故に伴う入居者の

家電製品の一時借り上げ料などに１３３万６０

００円充用したものでございます。 

 以上、総務費等の関係分の説明とさせていた

だきます。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（中村和美君） ただいま説明のあり

ました第２款・総務費、第１０款・災害復旧費

中、総務部関係分、第１１款・公債費、第１２

款・諸支出金中、総務部関係分及び第１３款・

予備費について一括して質疑を行います。質疑

ありませんか。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。市政協力員関係

経費の市政協力員事務費。 

○委員長（中村和美君） 何ページでしょう。 

○委員（前垣信三君） あっ、済みません。 

 ２３年度の主要な施策かれこれの１６ページ

です。 

 市政協力員報酬の中の、あっ、済みません、

市政協力員事務費、協議会補助金、これの内容

をまず教えていただきたいと思います。 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） はい。 

○委員長（中村和美君） 辻本市民協働部市民

活動支援課課長。 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） はい。市民活動支援課の辻本

でございます。 

 ただいまの御質問、まず１点目の、市政協力

員への事務費ということでございますが、これ

につきましては年額１万２０００円を支給いた

しております。６月と１２月に分けまして支給

しているということでございます。これは、市

政協力員さんそれぞれが使われます旅費といい

ますか、交通費とか、そういうのに充てるとい

うことでございます。 

 それから、補助金、──市政協力員協議会へ

の補助金でございますが、これにつきまして

は、市政協力員さん１人当たり９５００円の３

７９名分を、市政協力員協議会のほうに補助金

として支給をしております。内容といたしまし

ては、それぞれ校区で行われます市政協力員さ

ん方の視察研修、または講師等を呼ばれた講

演、セミナーあたりの開催に使われておられる

ということでございます。 

 以上でございます。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 一番最初の市政協力員

の報酬３７９人、これはわかるんですが、今お

っしゃった２番目の、この報償費ちゅうのは年

間、年に２回、１万２０００円ずつ払うという

ことですか、別に。 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） はい。 
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○委員長（中村和美君） はい、辻本市民活動

支援課課長。 

○市民活動支援課長兼消費生活センター所長

（辻本士誠君） はい。年額１万２０００円

を、６０００円ずつ２回に分けて支給してると

いうことでございます。１人当たり１万２００

０円ということでございます。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（前垣信三君） はい、結構です。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（田中 安君） 済みません。 

○委員長（中村和美君） はい、田中安委員。 

○委員（田中 安君） １７ページの職員健康

診断委託というのは、そうたいしたことは、聞

くのはないんですけど、これは、２３年度は職

員の何％が受けてるんでしょうか。 

○人財育成課長（中 勇二君） はい。 

○委員長（中村和美君） 中人財育成課課長。 

○人財育成課長（中 勇二君） はい。人財育

成課の中でございます。 

 職員、人間ドックとこの健康診断と合わせま

すと、ほぼ１００％、数名がですね、受けてな

いっていうだけで、あとはほぼ１００％受けて

おります。 

○委員（田中 安君） わかりました。 

 はい。 

○委員長（中村和美君） はい、田中安委員。 

○委員（田中 安君） １００％受けてるとい

うことならですね、その中で休業しないといけ

ないような人とか、そういうふうな人たちいた

んでしょうか。 

○人財育成課長（中 勇二君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、中人財育成課

課長。 

○人財育成課長（中 勇二君） 例えば、人間

ドック、あるいは健康診断の結果、精密検査が

必要であったという判定を受けてる職員はおり

ます。ちょっと何名だったかというところま

で、ちょっと、きょう資料持っておりません。

（委員田中安君「何名かですね。はい、わかり

ました。ありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） ２０ページのですね、

真ん中ちょっと下の防犯灯の設置補助金ですけ

ども、多分これ、特定財源が書いてありますの

で、交付金を充てて平成２３年度は予算をふや

して、１３８灯、５１１万８０００円にされた

と思いますけども。要望が多くてなかなか積み

残しが今まであったと思いますが、大体充足し

たかどうかというのが１つですね。 

 もう一つ、一括してっていうことですので、

もう一つ、１１款の公債費の件ですけども。長

期債の償還金元金・利子が当然上がっとるわけ

ですが、一借りはないということで監査意見書

も書いてあります。ただ、一借りがないかわり

に基金の繰りかえ運用をしているということで

すけども、一時的に基金の現金を使って、一借

りをせずに歳計現金の不足を補うということだ

ろうと思うんですが。これ、財調とか３０億、

３５億の中で、３０億繰りかえ運用している

と。というと、一借りをする場合に、基金を担

保にして借りれば安く借りれるだろうと思いま

す。 

 それよりもむしろ繰りかえ運用したほうが、

市にとってはメリットがあるという考えでしょ

うけども。これ基金を積み立ての定期にしてい

た場合は利子がつくわけですが、そのあたりと

の計算は、やっぱりこちらのほうが市にとって

有利だという判断で、一借りをせずに繰りかえ

運用しておられるというようなことかどうか。 

 この２点についてお伺いをいたします。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい、委員

長。 

○委員長（中村和美君） はい、東坂防災安全
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課課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） 防災安全課の

東坂でございます。 

 先ほど御質問の、防犯灯についてでございま

すが、１３８基つけておりますけれども、まだ

まだ各町内会、あるいは各行政区からの要望と

いうものが多うございまして、その中で優先順

位をつけていただいて、設置をしているような

状況でございますので、まだ充足しているとは

到底言えないというふうに思います。 

○首席審議員兼会計課長（野田信一君） は

い、委員長。 

○委員長（中村和美君） はい、野田課長。 

○首席審議員兼会計課長（野田信一君） 会計

課長の野田でございます。 

 ただいまの基金を担保にしてですね、借りる

と、――のほうが有利ではないかということで

すけれども、担保にしている利子プラスアルフ

ァで借りることになります。しかし、一時運用

した場合は、定期ですけども、定期の利子はそ

の間つきませんけども、返すときにその定期分

は当然つけてですね、基金に戻すという処理を

しておりますので、金利としましては定期も物

すごく低利でございますので、そちらのほうが

有利というような判断をして、一借りはしない

をいうことでやっております。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。今の防犯灯の

基本的なちょっと考え方を聞きたいんですけ

ど。防犯灯ちゅうは、文字通り犯罪を事前に抑

止するという意味があるわけなんですけれど

も。地域の要望の中で、なかなか地域としては

電気料を自分の地区で払わぬばならぬていうこ

とから、地域の方々の防犯灯は要求が高いと思

うんですよ。ところが、その地域から隣の地域

に行く間のその部分については、自分の地域に

は防犯の可能性が少ないっていうことで、中間

地点の防犯灯については要望が非常に少ないと

いうふうに聞いとっとですよね。 

 それについては、何か、今までもそういった

ことでやっておられると思いますけれども、例

えば、防犯灯の料金等については、今後です

よ、今後、何かいろんな考え方を持っておられ

るかをちょっとお聞きしたいんですが。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい、委員

長。 

○委員長（中村和美君） 東坂防災安全課課

長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） 今、御質問い

ただきましたように、確かに各地域のですね、

防犯灯につきましては要望箇所が大変多うござ

いますけれども、その地域間につきましては、

なかなか要望が出てこないというのが現状では

ございます。しかしながら、やはり安心・安全

ということから考えますと、当然私どもといた

しましては、今後ですね、現在のところはその

あたりのところ出てきてませんので、実績はご

ざいませんけれども、今後はそういう地域間の

防犯灯の設置等につきましても検討していかな

ければならないということで、今、課内で考え

ているところでございます。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） ありがとうございま

す。これはですね、実はいろんな地区からの話

の中で、特に学生がですね、例えば、八代市に

ある、旧市内にある学校から、学生が鏡町とか

千丁町に行く間の区間に、防犯灯がないから非

常に危ない目に遭ったとか。今度は、八代、鏡

のほうにある学校から千丁のほうに行く途中

で、防犯灯がなくて暗いところで危ない目に遭
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ったとかいう情報を入れておりまして。それに

ついては、なかなかその料金についての問題が

あるから、防犯灯の設置については非常に苦慮

しておるという話を聞いておりますので。 

 今、お聞きしましたところ、検討しておると

いうことでありますので、今後ともよろしくお

願いしたいということで、言っておきます。 

○委員長（中村和美君） よろしいですか。 

○委員（鈴木田幸一君） 以上です。はい。 

○委員長（中村和美君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。広報紙、──

広報やつしろの件についてお尋ねをしたいんで

すけれども。 

 先ほど部長の総括の中にもありましたよう

に、紙媒体っていう点ではですね、非常にこの

広報紙っていうのは市民の皆さんの信頼度も高

いですし、なおかつインターネットで情報をっ

ていうところからすれば、非常に八代市のイン

ターネットでの情報を取得される方たちという

のは１０％に満たないということもあれば、非

常にこの広報紙の果たしていく役割っていうふ

うなものは大きいのかなというふうに思ってい

ます。 

 しかし、片方ではですね、以前は月２回の発

行だったものを今、合併してから月１回になっ

ているがために、非常に情報量が多いというこ

とと文字が小さいということも含めて、なかな

か市民の皆さんのところから、もうちょっとど

うにかならないかという意見は聞いてるところ

です。 

 で、広告事業として６０４万ほどの収入があ

るっていうふうにも言われますが、見にくいの

に、広告が入っているがために見にくいとかっ

ていう話もあって、本末転倒なところもある

と。 

 ここの事務事業の評価の中でも、非常にやっ

ぱりその点については１点課題として押さえら

れていて、見やすいレイアウトまたは広報ので

すね、編集作業の民間委託あたりも含めて総括

をされているようなんですけれども。そのあた

りのめど、編集のですね、抜本的な見直しがど

の程度進んでいるのかということと、年度あた

りがあれば、いつまでをめどにということがあ

れば、お知らせをいただきたいと思いますが。 

○委員長（中村和美君） 上田広報広聴課長。 

○広報広聴課長（上田真二君） はい。広報広

聴課、上田でございます。 

 今、ちょっと御指摘ございましたように、文

字が小さい、あるいは情報量が多いというよう

なことで、担当課といたしましても、１つは近

年、各課からの掲載依頼が非常に多くなってお

りまして、限られた紙面の中でですね、いかに

それをわかりやすく掲載するかっていうことで

非常に苦慮いたしております。 

 １つはページ数の増ということで、増ページ

を１つはお願いしたいということで、予算要求

あたりはですね、やっているところでございま

すけれども、なかなかですね。ちょっと予算増

ということになってしまいますものですから、

工夫をして掲載するようにっていうような方向

で、現在は１部当たり２８ページということで

編集をいたしているところです。 

 広告事業でですね、１６枠、広告を掲載をい

たしておりまして、予算面ではですね、経費の

削減につながっておりますけども、議員おっし

ゃるように、その分のスペースがですね、どう

しても掲載のスペースに影響を与えるというよ

うな面がございます。 

 そうですね、１つは、各課から寄せらせまし

た原稿をいかにコンパクトにまとめて、わかり

やすく掲載するかということで今、心がけてや

っているところではございます。文字の大きさ

あたりもですね、コンパクトな掲載あたりとも

含めて、今後もちょっと検討したいというふう

に現在も思っているところです。 

 それから、民間活力ということで、編集等の
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民間委託については、今その方向でですね、検

討しようということになったところでございま

して、何年度にというような具体的なちょっと

予定は、今のところまだ決まっておりません。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） いいですか、幸村委

員。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。ほかの自治体

のもいろいろと見せていただくと、体裁はです

ね、今の、確かにずっといけば、つづられるっ

ていう点ではいいのかもしれないけれども、タ

ブロイド判のですね、大きなものにしていくと

か、そういったふうな抜本的なところの改革と

いうのも必要になってくるのかなと。 

 また、民間とか、市民の皆さんの意見を聞く

ことによって、また本当に必要な情報が見やす

くいくような工夫が必要じゃないのかなという

ふうにも思います。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） はい。せっかく広報

紙出すわけですから、市民が喜ぶように、見や

すい広報になるよう検討していただきたい。早

急に検討していただくように期待をお願い申し

上げます。 

 ほかありませんか。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（中村和美君） じゃ、副委員長、矢

本副委員長。 

○委員（矢本善彦君） はい。１９ページの結

婚活動の支援事業について、先ほど部長さんか

らありましたけども、もう少し具体的にＰＲか

何かあれば。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、丸山企画政策

課課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。婚活事

業についてっていうことで、実績ということで

先ほど部長のほうからもございましたけれど

も、既に結婚に至られたカップルもおられると

いうことと、今おつき合いされている方もいら

っしゃるということで、婚活事業のほうは順調

に成果を上げているものと考えております。 

 で、年に数回の婚活パーティーですとか、そ

れからセミナーなども行われておりますが、い

ずれも参加者のほうも順調に集まっているとい

うことでですね、年々定着してきているものと

いうふうに思っております。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、矢本副委員

長。 

○委員（矢本善彦君） これは、何組ぐらい結

婚されたんかな。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、丸山企画政策

課課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） はっきり把握

しておりますのは１組でございますけれども、

実際のところ、婚活事業で出会いのきっかけを

つかんで交際をされておりましても、結婚に至

ったっていうことで報告までしていただくよう

な、そういったシステムにはなっておりません

ので、どうも結婚されたようだというような形

でですね、把握はしております。 

 ただ、御本人たちのプライバシーの問題もご

ざいますので、なかなかそこまでの強制ってい

うのは難しいところではございますが、成果と

しては上がっているというところで、御報告を

させていただきたいと思います。 

○委員（矢本善彦君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、矢本副委員

長。 

○委員（矢本善彦君） 私もですね、よく議会

報告会で、よく宣伝、ＰＲしてるんですけど

ね、これはよかこんなちゅうて、みんな喜んで
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おられますけどね、なかなか結びつかないと。

イナムラさんに今、委託２００万でやってるけ

どね、やっぱ市民の税金を使ってるから、もう

少しやっぱし絵に描いた餅にならないように

ね。 

 というのは、やっぱし独身が大変、私たちも

保育園の懇親会なんか行ったときに、すごく独

身の方がおられる中で、もう少しそういう市か

ら補助金をやってるところもね、保育園とか、

施設の看護師さんとかね、そういう人たちにも

声をかけてね、やっぱ大いに盛り上げていただ

きたい。 

 以上です。 

○委員（田中 安君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、田中安委員。 

○委員（田中 安君） １８ページの八代ブラ

ンド戦略関係経費といってから、使ってありま

すけど、これは基本的にはことしからが本番に

なってきてるんで、それ以前の経費ですから、

それにする問題じゃないんですけども。基本的

にこの八代ブランド戦略関係っていうのは、ど

ういうことを成果として上げてもらうかという

ことになってくるとですね、要するに、八代市

外の八代市出身者の皆さんが、八代ということ

をどのように思っていただけるのかということ

から、基本的にはふるさと納税の金額が、その

指標になってくるんじゃないかなというふうに

思うんですよ。 

 その中にやっぱりせぬといかぬと思うんだけ

ども、このふるさと納税ということに対して、

この八代ブランド戦略関係経費というのは、ど

のような役割を果たしているのかなということ

をお聞きしたいんだけど。わかりますか、意味

が。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） このブランド戦

略のほうで、直接的にふるさと納税というよう

なところでの寄附につながるようなことではな

いんですが、いろんな宣伝の中でですね、一応

ＰＲとか、そういうのはお願いをしてるってい

う事実はございます。（委員田中安君「成果は

あってないですね、まだ」と呼ぶ） 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） 予算の、先ほど

説明した中に、予算の流用があったということ

で、当初の低い、私たち低い目標ではあるんで

すが、それを若干上回ったということで、低い

目標ながらも成果は若干あったのかなというよ

うな感触でおりますけど。 

○委員（田中 安君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、田中安委員。 

○委員（田中 安君） 余り成果は上がってな

いわけですけれどもですね、基本的には、今か

ら先の市外の市出身の皆さんに対するアピール

の仕方だと思うんですよ。そういうことの中

で、こうして寄附をしていただき、納税してい

ただければ、これだけの事業はやりますよとい

うふうな形で、具体的にいろんな人たちに相談

をしていくということが一番大事かなと思うん

だけど、どうですかね、そのあたりは。 

○委員長（中村和美君） はい、山田総務部次

長。 

○総務部次長（山田 忍君） なかなか難しい

御質問なんですけども、はい。八代市内と都会

をつなぐそういった面でのですね、活動という

ことでは、このブランド戦略の中の一つでもあ

りますので、今後ですね、そういったことに向

けてですね、やっていきたいというふうに思っ

ております。（委員田中安君「はい。その決意

だけでも結構です」と呼ぶ） 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい。 
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○委員長（中村和美君） はい、久木田八代ブ

ランド営業総室長。 

○委員長（中村和美君） はい、東坂防災安全

課課長。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

八代ブランド営業総室長の久木田でございま

す。よろしくお願いいたします。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。現在の

ところ細かい計画はございません。ＬＥＤにど

れだけしていくかっていう部分はですね。た

だ、ＬＥＤ、確かに電気代は一般的に安いと言

われますけれども、現在の防犯灯につきまして

も大変安い、低額での契約がなされておりま

す。そういった関連で、ＬＥＤに変えた場合

に、実際に現在とどれくらい違うのかというの

をこれから調べてですね、やっていかなければ

ならないと。 

 今の御質問の件でございますけれど、山田次

長がお話をしましたように、実際の効果という

のにつきましては、こちらのほうで把握はして

おりませんけれど、昨年度から実施をしており

ます、やつしろの風という情報誌のほうが、八

代出身者の市外への居住の方々を対象にです

ね、発行をしております。 

 昨年もその紙面の中に、ふるさと納税等の資

料、説明等を記載をしておりますし、引き続き

今年度も実施を予定しておりますので、その分

で啓発はしていきたいというふうに考えており

ます。 

 一応そういうふうに、安いというふうに我々

も思いがちなんですけれども、実際のところ

は、現在の防犯灯は大変安い金額で、１灯当た

りの年間の定額契約をしてありますので、そう

大きくは変わらない。これから私たちのほうも

具体的に試算をして、進めていきたいというふ

うに思います。 

 以上でございます。 

○委員長（中村和美君） はい、いいですか。 

○委員（田中 安君） はい、いいです。 ○委員長（中村和美君） はい、前川委員。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 ○委員（前川祥子君） はい。ぜひ試算してで

すね、その点を出していただきたいと思うんで

すけど。 

○委員（前川祥子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、前川委員。 

○委員（前川祥子君） はい。防犯灯にちょっ

とまた返るんですけども。防犯灯においてです

ね、地域のほうから防犯灯の光熱費がかかるっ

ていうことでＬＥＤに変えてほしいっていう要

望が来てるんじゃないかと思いますけど。先ほ

ど部長のほうも、ＬＥＤに今後から変えていく

方向でありますというふうにおっしゃってまし

た。それに対して今後、本当どれぐらいの割合

っていうか、変えなきゃいけないものをこのＬ

ＥＤに変えるとか、そういう方向でやっていか

れるんでしょうか。それとも、全体の何割をＬ

ＥＤに来年度はするんだとか、そういった計画

があるんでしょうか。 

 もう一つはエネルギー対策としてですね、国

からのＬＥＤに対しての補助金も出てると思う

んですよね。そこのとこ、もう少し詳しく調べ

られて、ぜひ活用していただきたいと思いま

す。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、田中茂委員。 

○委員（田中 茂君） はい。主要な施策の成

果ほうでですね、１９ページ、肥薩おれんじ鉄

道運行支援対策事業補助金ということで上がっ

ておりますけれども、肥薩おれんじ鉄道につい

ては、たしか単年度では黒字になったんじゃな

いかと。累積としては赤字っていうことなんで

すが。そこいらでですね、今後こういう運行支

○防災安全課長（東坂 宰君） はい、委員

長。 
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援の補助金というのはずっと発生するものかど

うかですね、そこいらをちょっと教えてもらい

たいと思います。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、丸山企画政策

課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。ただい

まの御質問ですけれども、今年度、肥薩おれん

じ鉄道といたしましては初めての黒字を計上し

たということになっておりますが、この黒字と

いいますのが、県や八代市を初めといたします

沿線自治体による運行支援補助金等を出したと

いうことによるもので、実際の営業の決算につ

きましては、減価償却前の赤字という状況にな

っておりますので、そういった中で今後の補助

金につきましては、決算の内容等を今、両県に

おいて精査されておりますので、それを見まし

て今年度も補助金が必要なのかどうかというも

のの検討が行われるということを聞いておりま

す。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（田中 茂君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい。おれんじ鉄道

に対しては、ＪＲの貨物列車の代行運賃の値上

げも何か利益になっておるようでございます。 

 ほかありませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 男女共同参画推進事

業でお尋ねをします。先ほど部長の総括のとこ

ろで、目標数をクリアできていないというふう

な総括がありましたけれども、もう少し具体的

にその中身について教えていただけますでしょ

うか。 

○委員長（中村和美君） どなたですかな。 

○人権政策課長兼人権啓発センター所長（水本

和博君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、水本人権政策

課課長。 

○人権政策課長兼人権啓発センター所長（水本

和博君） はい。男女共同参画計画が、平成２

１年度から１０カ年計画ということでございま

して、平成２５年度が中間年ということになっ

ております。この計画の中で、平成２５年度の

中間年に目標数値として上げておりまして、指

標ということで１５項目ほど指標を設定してお

ります。 

 このそれぞれの指標につきましては、３項目

につきましては意識の部分の指標でございま

す。これは、アンケート等によりまして今後ま

たその検証をしていきたいというところでござ

いますが、あと１２項目につきましてはそれぞ

れの、例えばでございますが、審議会、委員会

の女性の登用率でありますとか、女性消防団員

の数でありますとか、それぞれパーセントある

いは数値として一応設定をなされております。 

 これにつきましては、現時点、平成２３年度

末という段階におきまして、目標設定の部分を

クリアしておりますのが３項目ほどございま

す。ただ、それ以外につきましてはクリアして

いないと。大幅にクリアしていない項目も一部

にございます。 

 これにつきましては、今後、来年、平成２５

年度が後期５カ年計画の改定ということにして

おりますので、この中で新たな目標設定をして

いくということになります。基本的には、国の

数値あたりを基準にしながら、あるいは他市町

村等の状況も見ながらということになりますけ

ども、この目標設定につきましてはですね、今

後２５年度の計画の改定の中で、十分論議をし

たいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 確認ですが、それで

は、そもそもの目標数値の設定の変更を行うと
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いうふうに、変更を考えているというふうに理

解していいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、水本人権政策

課長。 

○人権政策課長兼人権啓発センター所長（水本

和博君） はい。目標数値の設定につきまして

は、指標として上げております数値は平成２５

年度の目標数値ということで上げておりますの

で、計画の最終年度の平成３０年度の目標数値

ということの設定になります。 

 したがいまして、平成２５年度は中間年とい

う、あくまで中間年の目標設定っていうことに

なりますので、平成３０年の目標設定という部

分については、変更というよりは、あくまでも

３０年の設定がどうなのかというふうな考えで

設定を行いたいというふうに思っております。 

○委員長（中村和美君） いいですか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） １８ページの、先ほど

ちょっと出ました八代ブランド戦略関係経費で

すが。この上から３つの項目があって、それぞ

れ金額書いてありますけども、これは契約はそ

れぞれなのか、相手方が違うのかどうか。それ

ぞれ都市部での業務委託３００万の１つの１本

の契約、物産振興戦略づくりで１本の契約、八

代市イメージＣＭが１本の契約なのか。あるい

は一括しての契約なのか。競争入札でされたの

か、随意契約でされたのかをちょっと教えてい

ただきたいと。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

いいですか。 

○委員長（中村和美君） はい、久木田八代ブ

ランド営業総室長。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

契約につきましては、３本それぞれ別でござい

ます。 

 上から申し上げますと、都市部での八代魅力

発信及び物産品販路拡大業務委託につきまして

は、随意契約で、よかとこ宣伝隊のほうに実施

しております。それと、物産振興戦略づくり業

務委託につきましては、プロポーザル方式で、

業者のほうの説明等を聞きながら、業者選定を

しております。それと、八代市イメージＣＭ放

映業務委託につきましは、これは見積もりとい

う形で競争させていただきながら、安価な業者

のほうを選定しております。 

 以上でございます。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） では、一番上の３００

万というのは随意契約という話ですが、地方自

治法、あるいは施行規則、施行令では、委託の

場合は５０万までですよね、随意契約は。そこ

はどういうその、例えば、よかとこ宣伝隊が八

代市の何かの団体とか、あるいはその性質、あ

るいは内容が競争入札に適さないというような

判断なのか、そのあたりは地方自治法の契約の

範囲内ではどういう解釈でされたんですかね。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい。 

○委員長（中村和美君） はい、久木田八代ブ

ランド営業総室長。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

今の質問でございますけれど、御存じのとお

り、八代よかとこ宣伝隊につきましては、八代

の物産並びに観光等につきまして実施をいただ

くような団体、法人、考えておりますので、そ

んなふうに考えながら、唯一の八代市全体の物

産振興等に取り組む団体であるということを含

めながら、今後の事業展開等に向けて――を含

めて、業者の選択をしておるところでございま

す。 

 以上です。 
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○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） 法律にはですね、八代

よかとこ宣伝隊とならば随意契約していいとい

うのはないんですよね、そういう条文は。だか

ら、その契約が、その内容とか、性質が競争入

札にはふさわしくないと。あるいは著しく安価

でできるとか、そういうのが法律。だから、仮

に法律が現実をすくい切らぬとかっていう議論

はあるかもしれませんけれども、やっぱり随意

契約をするときには、それはしっかりしたです

ね、随意契約の理由というものが、法律に基づ

く、どこに、じゃ、随意契約してもいいという

条文があるのか、そこをですね、明確にしない

といけないと思うんですよね。 

 ですから、私、法律に違反しとるとまでは言

わなくてもですね、その地方自治法施行令のど

の部分に、これは該当して、随意契約でやった

のかということをですね、もう少し明確にはで

きませんか。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

はい。 

○委員長（中村和美君） はい、久木田八代ブ

ランド営業総室長。 

○八代ブランド営業総室長（久木田昌一君） 

済みません、自治法の号数につきましてはちょ

っと頭にございませんので、今ここで明確には

お答えしませんけれど。済みません、唯一の団

体という意味合いで随意契約を結ばせていただ

いております。 

 以上です。 

○委員長（中村和美君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） 八代市内でですね、唯

一の団体ならば随意契約をしていいっていうの

はないんですよね、法律上は。例えばですね、

土地を買うと。土地を地権者から買うというの

はですね、相手が限定されるわけですよ。そう

いう場合には、当然随意契約でないと買えない

んですよね。そういうのは明記してあるわけで

すよ。 

 しかし、恐らくこの物産品販路拡大業務委託

は、ほかにもですね、多分いらっしゃるんだと

思うんですよ。ですから、よかとこ宣伝隊が唯

一だからというのは、どこに法律の中ではです

ね、その許容範囲になっているのかっていうこ

と。それは、それではいいです。 

 では、次のところのですね、２つ下に日奈久

の埋立地除草委託ってありますよね。これは担

当違うと思うんですが。これはどこに委託し

て、競争入札されましたか、それとも随意契約

にされましたか。 

○企画政策課長（丸山智子君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、丸山企画政策

課長。 

○企画政策課長（丸山智子君） これは、２回

に分けて行っております。２社で見積もり合わ

せを行いまして、形式的には随契ということに

なりますが、当課におきまして見積もり合わせ

を行いまして、それぞれ１社ずつですね、お願

いをいたしております。２回に分けて行いまし

た。 

○委員（松永純一君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、松永委員。 

○委員（松永純一君） ということは決算額が

１０７万ですから、９１万９０００円ですか

ら、２回に分けると５０万以下になりますの

で、多分、委託料は５０万までは随意契約の範

囲内ということでなさったんだろうと思うんで

すね。 

 先ほどのですね、ところで、歳出全般にです

ね、わたって関係することですけれども。随意

契約についてですね、委員長、ちょっと資料の

ですね、請求をしたいんですが。 

 歳出全般にわたって随意契約でされているも

のの中で、ただいまのように５０万以下、いわ

ゆる委託料は５０万までは随意契約でいいわけ
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ですから、当然法律の範囲内ですよね。あるい

は工事請負費だったら、１３０万までは随意契

約の範囲内ですから、当然これはされていいと

いう。 

○委員（前垣信三君） 要は、この地番現況図

等作成業務委託とありますけれども、金額が２

０６４万ですから、まあまあの金額ですが、内

容とこの件数、まあ１件だけじゃないでしょう

から、何件かにまとめたもんだと思うとです

が、そのあたりはわかりますか。 

 しかし、そうでない随意契約があったら、そ

のリストを出してもらいたいというふうに思い

ます。その中で、特に、その性質及び内容が競

争入札にふさわしくないという理由で随意契約

をされているもの、これについても資料を出し

ていただきたいというふうに思いますが。よろ

しいでしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、畑中資産税課

課長。 

○資産税課長（畑中房一君） 地籍情報異動更

新の業務委託ですけれども、これは地籍調査が

終了しまして、その後にですね、校正をかける

部分がございます。字図校正とか、所有者校正

とかそういうのがございますんで、１年間で７

０７件でございます。 

○委員長（中村和美君） はい、お諮りいたし

ます。 

 ただいま松永委員から、随意契約についての

資料要求がありましたが、いかがいたしましょ

うか。 

 以上です。 

○委員（前垣信三君） はい。 

 当委員会として資料要求することでよろしい

でしょうか。 

○委員長（中村和美君） はい、前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 要は、今やっとる国土

調査の後の手続になるわけですね、考え方は。 （｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） はい。それでは委員

会として資料要求することといたします。 

○委員長（中村和美君） はい、畑中資産税課

課長。 

 よろしくお願いします。 ○資産税課長（畑中房一君） はい、そうで

す。（委員前垣信三君「はい、いいです」と呼

ぶ） 

 はい、いいですか。ほかありませんか。 

○委員（前垣信三君） 最後に１つよかです

か。 ○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員長（中村和美君） はい、前垣委員。 ○委員（鈴木田幸一君） あっ、１つあった、

ごめん。 ○委員（前垣信三君） はい、済みません。２

２ページの固定資産評価事務の、全部これ一般

財源になっておりますけれども、これは、今や

っとる国調とは関係ないんですね。 

○委員長（中村和美君） はい、鈴木田委員。 

○委員（鈴木田幸一君） はい。２２ページで

す。 

○総務部次長（山田 忍君） はい。  国県支出金の返還金ってことで、上から２段

目ですが、会計検査院実地検査結果に伴う返還

金が１２００万ほどあります。これは、どうい

う内容だったんでしょうかね。 

○委員長（中村和美君） 山田総務部次長。 

○総務部次長（山田 忍君） 地籍調査と関係

はございませんで、これは税関係の分というこ

とです。今、地籍ということで。（委員前垣信

三君「はい、地籍、そう」と呼ぶ） 

○総務部次長（山田 忍君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、山田総務部次

長。 ○委員（前垣信三君） はい、済みません。 

○委員長（中村和美君） はい、前垣委員。 ○総務部次長（山田 忍君） もう大分ちょっ
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と前になりますけども、平成２２年にさかのぼ

りましてですね、議会のほうにも、全協のほう

にもちょっと御報告を申し上げた一件であるん

ですが。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、東坂防災安全

課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） 現在、宮原、

あっ、申しわけございません。氷川警察署及び

八代警察署に、防犯ボランティア団体というこ

とで届けてある団体が７０団体、人数にして８

６００人ぐらいいらっしゃるわけですけれど

も、そういう方々で要望があったところ。ある

いは、こちらから防犯のいろいろ事業を行いま

すけども、そういう事業へ参加していただいた

方へお渡しすると、そういうふうな形で支援を

しております。 

 平成２２年の２月に、会計検査院のほうから

検査ということで、実は農林水産省の所管の部

分と国土交通省の所管の部分の２つ来まして、

実は前年度の決算で、農林水産省の所管分につ

きましてはもう支払いがついたんですが、今年

度につきましては、その残っておりました国土

交通省の所管分につきまして、今回ですね、お

金を払ったということで。 

 要は、支出に対する私どものほうの不適正な

事務処理というのが発端でありましたもんです

から、それに対して補助金の、国の補助金、一

部には県の補助金もあるんですが、返還をす

る。それと同時に、それに対する利子みたいな

加算金というのを別途払ったと。そういうの

が、ことしにつきましては、２３年度につきま

してはその残り分の国土交通省の関係部分があ

ったということで、今回ですね、こちらのほう

で支払いをしておるということでございます。

（委員鈴木田幸一君「はい、わかりました」と

呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） はい、田方委員。 

○委員（田方芳信君） じゃ、今現在、もう警

察署とかそういったところに預けてあるような

感じになってるわけですかね。 

○防災安全課長（東坂 宰君） はい。 

○委員長（中村和美君） はい、東坂防災安全

課長。 

○防災安全課長（東坂 宰君） いえ、警察署

に預けてあるということではなくて、保管は私

どものほうでやっております。（委員田方芳信

君「はい、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（中村和美君） いいですか。 ○委員長（中村和美君） ほかありませんか。 

○委員（鈴木田幸一君） 私は、また別のこと

かと思ったもんだいけん。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（中村和美君） しばらく小会いたし

ます。 ○委員長（中村和美君） はい、鈴木田委員。

いいですか。 （午後２時４６分 小会） 

○委員（鈴木田幸一君） はい、わかりまし

た。了解しております。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時４７分 本会） 

○委員（田方芳信君） いっちょよかですか。 ○委員長（中村和美君） 本会に戻します。 

○委員長（中村和美君） はい、田方委員。  以上で、第２款・総務費、第１０款・災害復

旧費中、総務部関係分、第１１款・公債費、第

１２款・諸支出金中、総務部関係分及び第１３

款・予備費についての質疑を終わります。 

○委員（田方芳信君） ２０ページの防犯パト

ロール用の経費でですね、防犯帽子３００個と

かですね、ハンドプレート６６枚、ＬＥＤライ

ト８０５個、これはどういったところに渡して

あるんですかね。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしまし

た。 
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 次回の委員会は、１０月４日、木曜日、午前

１０時開会となっております。よろしくお願い

します。 

 それでは、これをもちまして本日の決算審査

特別委員会を散会いたします。 

（午後２時４８分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    平成２４年１０月３日 
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